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令和２年第１回永平寺町議会定例会議事日程 

（１４日目） 

                          令和２年３月９日（月） 

                          午前９時００分 開 議 

 

１ 議事日程 

  第 １ 議案第 ６号 令和２年度永平寺町一般会計予算について 

  第 ２ 議案第 ７号 令和２年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算につ 

             いて 

  第 ３ 議案第 ８号 令和２年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算につい 

             て 

  第 ４ 議案第 ９号 令和２年度永平寺町介護保険特別会計予算について 

  第 ５ 議案第１０号 令和２年度永平寺町立在宅訪問診療所特別会計予算につ 

             いて 

  第 ６ 議案第１１号 令和２年度永平寺町下水道事業特別会計予算について 

  第 ７ 議案第１２号 令和２年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算につ 

             いて 

  第 ８ 議案第１３号 令和２年度永平寺町土地開発事業特別会計予算について 

  第 ９ 議案第１４号 令和２年度永平寺町上水道事業会計予算について 

  第１０ 請願第 １号 老朽原発稼働に関する請願書 

  第１１ 請願第 ２号 関西原発にかかわる不正資金還流の真相究明をもとめる 

             意見書 

  第１２ 請願第 ３号 福井県歴代幹部の金品受け取りに関する真相究明を求め 

             る請願書 

 

２ 会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１４名） 

 １番  松 川 正 樹 君 

 ２番  上 田   誠 君 

 ３番  中 村 勘太郎 君 
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 ４番  金 元 直 栄 君 

 ５番  滝 波 登喜男 君 

 ６番  齋 藤 則 男 君 

 ７番  奥 野 正 司 君 

 ８番  伊 藤 博 夫 君 

 ９番  長 岡 千惠子 君 

１０番  川 崎 直 文 君 

１１番  酒 井 和 美 君 

１２番  酒 井 秀 和 君 

１３番  朝 井 征一郎 君 

１４番  江 守   勲 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 永平寺町議会に説明のため出席した者の職氏名 

町         長   河 合 永 充 君 

副    町    長   山 口   真 君 

教    育    長   室   秀 典 君 

消    防    長   朝 日 光 彦 君 

総 務 課 長   平 林 竜 一 君 

財 政 課 長   川 上 昇 司 君 

総 合 政 策 課 参 事   永 田 敦 夫 君 

会 計 課 長   酒 井 宏 明 君 

税 務 課 長   清 水 昭 博 君 

住 民 生 活 課 長   佐々木 利 夫 君 

福 祉 保 健 課 長   木 村 勇 樹 君 

子 育 て 支 援 課 長   吉 川 貞 夫 君 

農 林 課 長   野 﨑 俊 也 君 

商 工 観 光 課 長   森 近 秀 之 君 

建 設 課 長   家 根 孝 二 君 

上 下 水 道 課 長   原   武 史 君 

上 志 比 支 所 長   山 田 孝 明 君 



 －573－

学 校 教 育 課 長   多 田 和 憲 君 

生 涯 学 習 課 長   清 水 和 仁 君 

 

６ 会議のために出席した事務局職員 

議 会 事 務 局 長   坂 下 和 夫 君 

書         記   坂ノ上 恵 美 君 

書         記   竹 内 啓 二 君 



 －574－

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前 ９時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（江守 勲君） 各議員におかれましては、何かとご多用のところご参集いた

だき、ここに１４日目の議事が開会できますこと、心から厚く御礼申し上げます。 

 なお、新型コロナウイルス感染予防のため、３月２日より議場に入場する議員、

理事者及び傍聴者を含め、全ての方に手洗いまたは消毒、マスクの着用及び検温

を行うこととしましたので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 本日の会議事件の説明者として、町長、副町長、教育長並びに各課長及び各課

補助員の出席を求めてあります。 

 ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 本日の日程ですが、会議規則第２１条の規定に基づき、お手元に配付の議事日

程表により議事を進めてまいります。 

 それでは、議事に入ります。 

～日程第１ 議案第６号 令和２年度永平寺町一般会計予算について～ 

～日程第２ 議案第７号 令和２年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて～ 

～日程第３ 議案第８号 令和２年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて～ 

～日程第４ 議案第９号 令和２年度永平寺町介護保険特別会計予算について～ 

～日程第５ 議案第１０号 令和２年度永平寺町立在宅訪問診療所特別会計予算

について～ 

～日程第６ 議案第１１号 令和２年度永平寺町下水道事業特別会計予算につい

て～ 

～日程第７ 議案第１２号 令和２年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算

について～ 

～日程第８ 議案第１３号 令和２年度永平寺町土地開発事業特別会計予算につ

いて～ 

～日程第９ 議案第１４号 令和２年度永平寺町上水道事業会計予算について～ 

○議長（江守 勲君） ３月６日に引き続き、日程第１、議案第６号、令和２年度永

平寺町一般会計予算についてから日程第９、議案第１４号、令和２年度永平寺町
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上水道事業会計予算についてまでの第１審議を行います。 

 事前通告と併せて課ごとに審議を行います。 

 なお、重複質問及び通告外質問の関連質疑は控えていただきますようお願いし

ます。 

 それでは、学校教育課関係、一般会計予算説明書１４７ページから１９９ペー

ジを行います。 

 通告の回答を含めての補足説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） それでは、学校教育課所管の補足説明をいたします。 

 通告のご質問に対するお答えをいたします。 

 最初に、１４８ページ左側です。 

 委員会運営諸経費につきまして委員会の内容はということで、教育委員会は月

例が１１回、８月以外です。それと臨時で年度始めに１回の計１２回開催いたし

ます。 

 教育委員会の内容ですけれども、行事の実績と今後の予定、それの報告を行い

ます。教育委員会規則の制定や改定、学区外就学、区域外就学の協議などが主な

議題となります。その他ですけれども、今年度で申しますと、学校のあり方検討

委員会の報告や教育大綱の原案の協議、火事への対応とか熱中症対策など、それ

とあと生涯学習課や図書館についての報告とかも行います。 

 １４９ページ左側、事務局運営諸経費でございます。 

 福井県教育長会負担金ほか１７０万８，０００円の内訳ということで、この負

担金に関しては、県教育長会負担金を含めて２０件ございます。ちょっと主なも

のだけ言わせていただきますが、福井地区中体連負担金２９万４，０００円、県

小学校長会負担金１６万５，０００円、県小学校教育研究会負担金１４万７，０

００円、全国学校体育研究大会福井大会開催地負担金１０万円、北信越中学校総

合競技大会開催地負担金２０万円等がございます。 

 学校運営指導事業でございます。１４９ページ右側でございます。 

 書籍の購入はということで、書籍代３万円につきましては、特に地元業者から

と決めているものではなく、出版社から直接購入するような場合もございます。

教師用教科書及び指導書につきましては、町内の書店と町外の書店とに分けて購

入する予定でございます。 

 教科書の販売は学校教科書取扱店となっていなければならず、町内では１社が
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取扱店というふうになっております。この町内の書店と協議した上で、その書店

が取扱いできる数量を町内書店から購入して、それ以外は町外書店からの購入と

いうことになります。 

 続きまして、１５０ページ左側、小・中学校適正配置検討事業でございます。 

 まず、この委託料がどうしても必要とは思えないというご質問でございます。 

 この委託料につきましては、検討委員会４回分の会議の資料の作成、会議への

出席及び議事録作成を行うとともに、最終的に答申書案を作成して、委員長など

や検討委員会での指摘による修正と、あと完成版の印刷までの業務を委託するも

のです。 

 今年度の業務も委託しておりますけれども、会議資料の案をつくって、委員長、

副委員長と打合せして、修正して、また会議の記録を作成するといった業務を、

これ全て直営で行っていたとすると相当負担となります。また、金額につきまし

ても、コンサルと私が歩掛かりを持って協議いたしまして、これは不要だろうと

いうような打合せをした上での計上となっておりますので、何とぞご理解賜りま

すようお願いいたします。 

 同じ事業です。町長の教育へのスタンスが、示されていないということですが、

これ一般質問でもいろいろご質問賜りましたけれども、現在は検討委員会で教育

的な目線での検討をいただいているところでございます。町といたしましては、

再編ありきでなく、この検討で委員会の答申を受けた後に、教育以外の点も含め

た第２段階に入ってまいります。検討委員の皆様に貴重なお時間を割いて検討し

ていただいている中で町のほうから方向性を示すということは、委員の皆様に対

して大変失礼なことと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 続きまして、１５１ページ右側、学校サポート事業で、予算はこれだけかとい

うところです。 

 この事業で予算化されておりますのは、各学校の教員が集まるいじめ・不登校

サポート会議でアドバイザーとして助言いただいた県立大学への先生への報償の

みでございますけれども、不登校やいじめ対策は、この予算決算に現れない取組

を多く行っております。 

 不登校対策といたしましては、平成３０年度から、児童生徒に学校が楽しいか、

授業がよく分かるかなどの意識調査を行い、その結果を基に不登校を未然に防止

する取組を行っております。また、学校に来るのはハードルが高いがほかの場所

でなら学習したいというような児童生徒のために、学校教育支援員２名を配置し
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学校以外での学習を進めており、これには約３５０万円の人件費を計上しており

ます。これは会計年度任用職員のほうで計上です。その他、県費のスクールカウ

ンセラーによる心理面のサポート、これも県費のスクールソーシャルワーカーに

よる家庭環境面のサポート及び県特別支援教育センターなどの外部機関との連携

も行っておりまして、これらの取組により現在の不登校児童生徒数は減少傾向に

なっております。 

 いじめ対策のほうにつきましては、各学校のいじめ防止基本方針に従い対応し

ております。最低でも、学期に１回のアンケート調査、月に１回のいじめサポー

ト会議を開催し、問題が起きた際には、直ちにいじめ対応サポート班を編成し、

組織的に対応することとなっております。本年度も数件いじめ案件がございまし

たけれども、現在では全て解消しております。 

 続きまして、１５３ページ右側、学校施設整備費でございます。 

 各学校施設長期保全・再生計画との整合性ということで、今、小学校につきま

しては、この計画による大型事業といたしまして、吉野小学校のプール更衣室塗

装改修、御陵小学校のグラウンド改修、上志比小学校の渡り廊下等の屋根、外壁

改修の３件がございます。 

 計画ではもう１件、志比小管理棟１階の照明取替えというものがございました

けれども、志比小と志比北小でプールの改修に１，１００万以上の不測の工事が

発生いたしましたため、優先度を考慮いたしまして、照明取替えにつきましては

先送りとさせていただきました。 

 このように、基本的には長期計画に沿った改修を進めておりますが、計画にが

んじがらめになることなく、突発的な事態への対応、あと全体的な予算の中で一、

二年のずれは生じているというのが現状でございます。 

 続きまして、１５３ページ右側、同じところですね。プール授業の根拠という

ところです。 

 これ、文科省の小学校学習指導要領におきまして、体育の中で、１、２年生は

水遊び、３年生以上は水泳運動を行うこととなっております。これに従ってプー

ル学習を行っているところです。 

 続きまして、１５５ページ右側、教育奨励費でございます。 

 生活困窮世帯への援助である就学援助費のことをおっしゃっておられると思い

ますが、これを必要とする児童数は全体で４０人を見込んでおります。現在の１

から５年生の認定が２９人、新１年生の想定を１１人としております。この援助
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費の中には、入学時の費用のみでなく、修学旅行でしたり５年生で行く宿泊体験、

ＰＴＡ会費など、ほかにも援助メニューがございます。そのうち、入学時用の支

援につきましては、入学前に支給する入学準備金、それか入学後に支給する新入

学学用品費、これのどちらかを申請できるような制度となっております。 

 １２月補正で計上いたしましたのは入学準備金でございまして、これは当初予

算の計上時点で４人申請がありました。先ほど申しました１年生の見込み１１人

から申請の４人差し引いた７人分の新入学学用品費を計上しております。なお、

今年度入学準備金を支給した家庭につきましても、来年入学してからの学用品費

等購入費や校外活動費、ＰＴＡ会費などは支給対象となります。 

 今年度の入学準備金は１月２７日に支払い済みでございます。来年度以降も１

月下旬に支給していく予定でございます。 

 同じく奨励費の中の、今度は遠距離通学奨励費のところで補助が全額というこ

とでございますが、この補助金の要綱では、購入した定期代から購入した定期の

期間に２，０００円を掛けた額を減じた額を支給するということで、つまりは、

月２，０００円は個人負担が生じるということになっております。これですけれ

ども、今、コミバスで通学している児童生徒が２０日間登下校したとしますと、

２０日間掛ける往復の１００円で２，０００円が個人負担になるということで、

これと同程度の負担額になっているということでご理解いただきたいというふう

に思います。 

 続きまして、１５６ページ左側です。学校施設管理諸経費でございます。修繕

の内容ですね。 

 修繕に関しましては、長期計画のようなものに計上されているものではないの

で、各学校からの要望箇所全てを現地立会いしました上で学校全体を集めまして

優先度を決める調整会議を行って、優先度の高いものから箇所づけで計上してお

ります。 

 一般修繕４００万円というのがございますが、これにつきましては突発的に要

望外で修繕が必要となった場合に備えての、いわゆる枠予算的なものでございま

す。 

 １５７ページ左側です。学校施設整備費です。 

 これも長期計画との整合性ということでございますが、中学校におきましては、

来年度、この長期計画による大型事業はございません。 

 １５８ページ右側、これ中学校のほうの奨励費でございます。 
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 これは先ほどの小学校とも重なるのですけど、人数を申しますと、中学校は２

５人の申請を見込んでおります。これは今の１、２年生の認定者１３人に、新１

年生の想定を１２人と見ております。支給時期につきましては、小学校と同様で

ございます。１月下旬です。 

 １５９ページ右側です。部活動地域人材活用事業でございます。 

 これの内訳ということで、外部指導者につきましては、松岡中学校の剣道部、

サッカー部、ソフト部、男女の卓球部、永平寺中学校の男女剣道部、バドミント

ン部、野球部、男女卓球部、上志比中学校の卓球部の１１名、１回２，０００円

の２８０回分で５６万円となっております。文化部は松岡中と永平寺中の吹奏楽

２名、２，０００円掛ける２５回分を計上しております。 

 指導員につきましては、松岡中学校の女子剣道部、永平寺中の野球部とバレー

部、上志比中の吹奏、各１名で計４名となっております。１名につき、練習分で

５００時間、大会分で１２時間、計５１２時間の延べ２，０４８時間掛ける時間

当たり１，６００円を計上しております。 

 １６０ページ左側です。 

 学校給食管理運営諸経費、これの工事、備品の内容ということで、工事請負費

におきましては、給食室への食材の搬入口に風よけ──砂が入り込みますので─

─を設置する工事。これを松岡小と御陵小と松岡中と３校で行います。また、給

食室内の壁面塗装が著しく傷み、剝がれているため、補修の必要な箇所にステン

レス板を設置する工事。これを志比小、松岡中、永平寺で行います。 

 備品購入につきましては、今年度実施しました厨房機器の保守点検業務や、あ

と各調理員から対応が求められたもののうち修繕不能で入替えが必要となった備

品等を購入いたします。代表的なものといたしましては、松岡小と志比小で食器

洗浄機、それと永平寺中で給湯器２つですね。あと、議会提言のほうでもありま

した食器更新計画に基づくカレー皿等の購入などがございます。 

 続きまして、これは各学校になりますが、教育コンピュータ整備事業でござい

ます。保守費に差があるのは台数ではないのかということと、今後の方針でござ

います。 

 松岡小と吉野小、志比小、志比南小、志比北小、松岡中、この６校につきまし

ては、現在使用しているコンピュータのリース期間が、通常５年ですけれども、

これを超えまして６年ないし７年が経過しておりますので、その６校につきまし

ては、令和２年度は教務用といいまして、先生分のコンピュータを新しい端末に
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更新する予算を計上しておりますが、教育用といいまして生徒用のコンピュータ

につきましては補正予算で計上させていただく予定でございます。 

 と申しますのは、現在、文科省が、ＧＩＧＡスクール構想といいまして、児童

生徒１人１台のタブレット整備への補助を始めましたけれども、この予算計上時

点では補助制度の詳細が示されていなかったため、補助対象外の教務用のみを更

新することとして、教育用は補助制度が固まってからという形での予算計上とい

たしました。 

 一方、御陵小学校、上志比小学校、永平寺中学校、上志比中学校、この４校に

つきましては、令和３年度ないし４年度までリース期間がまだ残っておりますの

で、通常どおりの教育用、教務用も含めたリース料を計上しております。 

 リース料は、これ当初の５か年と、あと６年目、７年目のリース料では単価が

異なりますので、そういうこともありまして、学校規模に比例しない予算額とい

うふうになってございます。 

 なお、今後の方針でございますが、教育用の端末につきましては、１台上限４

万５，０００円の補助金というのが来ることになりましたので、これを活用しま

して、まず令和２年度は小学校５、６年と中学校１年分、約５００台になります

が、これと、管理用のキャビネット──棚ですね──を整備してまいります。具

体的な台数や予算額につきましては、補助の要綱等を精査いたしまして補正の要

求時にお示ししたいと思います。令和３年度は中学校２、３年、令和４年度は小

学校の３、４年、５年度は小学校１、２年と、こういうふうに整備いたしまして

事業完了という予定でおります。 

 続きまして、これも各学校ですけれども、電気料、キュービクル設置によって

削減できたことがあったということで、これは平成２７年に、各小中学校の空調

の整備に伴いましてキュービクルの設置も併せて行いまして高圧電力に変更して

いるということで、高圧は低圧に比べて単価が割安に設定されていることから、

電気料金を安く抑えられるメリットがございます。ただ、空調を設置したという

ことで、空調代で消費電力が上がりますので、その分で電気料金が増額しており

ます。 

 ここ数年、過去の電気料金を分析した上で空調設備の効果的な使用方法等につ

いて電力会社から各学校にアドバイスを頂いて、デマンド値を抑えてなるべく極

端な消費電力の上がり方を抑えるというような取組をしておりますけれども、昨

今、暑さ対策のため早い時期から空調を使用していることや、電気料金そのもの
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の値上げ等もございまして、このようなものも増額する要因となっております。 

 続きまして、これも各校ですけれども、学校施設管理諸経費、委託料に差があ

るのは規模の違いだけかということで         。 

 消防設備保守点検や特殊建築物定期調査、電気工作物保守点検などは、校舎の

大きさとか設備の内容によって差が生じております。また一部、ガラス清掃のよ

うに何年に１回ということを順繰りでやっているような業務もございますが、ほ

とんどは規模の違いによるものでございます。 

 続きまして、これも各校です。地域と進める体験推進事業のメニューというこ

とで、これは一般質問でもございましたが、小学校においては、学校でとか畑で

の栽培、あと地域の歴史、自然の学習、学習した成果を発表するなどの活動を中

心といたしまして、あと、ちょっと変わり種のところで学校林での植樹、城山の

ＰＲ活動、参ロードの利用者向けの花壇整備のようなボランティア的な活動も行

っております。中学校におきましては、ＯＢ、ＯＧによるキャリア教育や地域の

歴史についての学習、あと、生徒が住む各地区でのボランティア活動、このよう

なものを行っております。各校がその校習や学年に応じたような活動を企画して

進めております。 

 以上、通告のご質問への回答でございます。よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） これより学校教育課関係、予算説明資料１４７ページから１

５６ページの質疑を許可いたします。 

 先に通告者の質問を許可します。 

 質疑ありませんか。 

 １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） １５３ページ、学校施設整備費のプールの改修で主要事業

のほうにも入っている分ですけれども、プールの事業の必要性についてちょっと

質問させていただいたのですが、プールの老朽化ということで全国的にも問題に

なっていて、そのプールの運営ということを民間にお願いするという動きも出て

きているということで、２０１８年度にはスポーツ庁からも官民連携による学校

体育施設の有効活用をお願いしますというような文書も出ていると。その中で、

小中学校のプールの管理運営を指定管理でするとか、スイミングスクールに授業

をさせてもらいに行くとか、公営プールを活用するとかいう形を取ってみてくだ

さいというような内容のものも出ていたのですけれども、こういうような検討を

された上で、この今回のプールの修理であるとかそういうことを決められていま
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すか。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 昨年ですが、特に志比北につきましては、まだプー

ル開放前にこのような、塗装がまくれた感じになりました。浮きじまのようにな

ってしまったような事態がございました。今後どうしようかと当然検討いたしま

して、何ですかね、よその学校へバスでもって子どもたちを運んで授業を行うと

かいうことも考えましたけど、非常にあの１時間の中で行ってきて、本来、２時

間つなげて体育にするというやり方もございますけど、そのようなことをもろも

ろ考えましたが、やはり効率を考えますと、各学校にプールがあったほうがいい

という結論になった次第でございます。 

 また、スイミングスクールの案というのも当時案に出ましたけど、やはり近隣

の小学校よりまだ距離が遠いということで、そのようなこともちょっと現実には

難しいなということになりました。 

○議長（江守 勲君） よろしいですか。 

 １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） そういった流れの中で、昨年などの猛暑でもプールの授業

が開けないことが繰り返され、親御さんがプール監視をすると熱中症が、子ども

たちにも危ないし、監視員の親御さんにも危ないという状況があると思いますけ

れども、その中で、指導要領の中には子どもたちの水遊びをさせないといけない

ということもあるわけですが、その危険性と必要性ということの検討という点で

は何かされていますか。 

○学校教育課長（多田和憲君）           。 

○１１番（酒井和美君） 指導要領では水遊びが必要である。それでプールをされて

きているわけですけれども、年々、熱中症の危険性、猛暑の危険性というのも高

まってきていて、今後の展望としてそれが可能であるかの検証ということですね。

それがされているかどうか伺いたいと。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 授業につきましては、指導要領にある限りは続けた

いなと。ただ、中学校につきましては、指導要領から外れまして今年度から行っ

ていないということがありますので、指導要領を見ながら対応をしていきたいと。 

 あと、プールの保護者さんの監視ですけれども、これちょっと指導要領にない

プール開放という、体育館開放と同じようなああいうことになってくるのですけ
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れども、いろいろ今年度も中止になった日が多々ございまして、これは教育委員

会で諮り校長会からＰＴＡのほうにご意見を伺ったのですけれども、ＰＴＡのほ

うからは続けてほしいというようなご意見でしたので、これは生涯学習課のほう

から監視業務委託ということで、民間委託のほう２人ずつの配置で予算を計上し

ていると。これをまた保護者で今やっていただいている分を増やしてしまうとい

うのもなかなか財政的にも負担がございますので、ご協力いただきたいなと考え

ているところです。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 今の質問の中で区別しなければいけないことが一つありま

して、学校教育、それから夏休みの開放、これは切り分けて考えていただきたい

と思います。 

 学校の授業の中で、数年前まで現在の保健体育科が泳げない児童生徒をなくそ

うと、２５メートル泳げるようにというふうなことで取組をやってきました。今

酒井議員がおっしゃるような、スイミングにそういうふうな移行をしたらどうか、

そうしますとなかなか時間も取れません。そういうことから、今後は、やはり私

は、以前、保健体育科でやっていた２５メートルを泳げる児童生徒をつくろうと

いうふうな、こういう方向性でぜひ進めていきたいというふうに思っています。

現在も夏休み中に、泳げない児童を対象にして特別な指導を行っているというふ

うな現状もあります。これも継続してやっていきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 １番、松川君。 

○１番（松川正樹君） お願いします。 

 私、１５０ページの学校のあり方検討事業云々の話でありますが、先ほどの課

長さんのご説明の中に、何とか深いご理解をお願いしますということで、それ聞

いていてご理解できないこともないのですが、先ほど聞いていまして、これを教

育委員会のスタッフでやれということとなると相当負担がかかるだろうという、

それは多分、その負担がかかるという意味合いがね。やろうと思えばできるだけ

の能力があるのだけれども、それだけの時間がないという意味合いなのか、始め

から能力がございませんと言っているのかどちらかなという、ちょっと気がして

ね。僕は、能力があると思います。 

 ただね、このコンサルタント業者に対して、正直言うて、始めから不信感をち
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ょっと持っているわけですね。正直言って、これ高いですね、そもそも。それと、

もう一つはね、これ競争をさせているのかなということ。 

 もう一つは、以前、福島県の矢祭町、これ、議員の日当が１日当たり３万円で

話題になったところですが、ここで結構マスコミ関係者が非常に関心を示してそ

の矢祭町を取材したことがあります。そのときにテレビ見ていまして、矢祭町で

はね、こういう類いのことはコンサルタント会社に丸投げしないで、かなりの部

分を役場の職員さんがやっているってことを聞いてね、やっているところはやっ

ているのだと思ったことがあります。 

 もう一つは、今回、小中学校の統廃合に関しては初めての事業で分からないわ

けでもないのですが、意外とまちづくり云々のことについては、何年かに１回と

か、結構同じ業者に、同じ案件で何回も何回も使っているようなところがあると

思います。ほんで、そういうふうな類いのことはノウハウをその間に学ぶことは

できないかなという、そういう意味を込めてね、どこかでこういうことを自前で

やるような役場になればいいなという思いで書かせていただきました。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 能力的なことか手間的なことかということで、これ

は能力的というと、やはりアドバイスを受けられるというところは私も思ってお

ります。それと、単純に手間のところが大きいです。先ほども丸投げという言葉

出ましたけれども、私、これどこかの一般質問でありましたけれども、丸投げの

つもりは、ございませんので、資料作りにしましても何にしましても、こちらの

意見も当然申しますし、また委員長、副委員長の意見によって変わるところもご

ざいますし、そのようなところで丸投げという意識はございません。 

 これ一般職員でできないのかと言われますと、それは人さえいればできます。

ただ、このアドバイス的なところに関しましては、ちょっと経験ございませんの

で、職員もその辺も若干はございますが、両方の様子を含めましての委託という

ことでご理解いただきたいと思います。 

 これは競争かというところですけれども、今年度の委託はたしか２社での入札

だったと記憶しております。来年度の予算のあれですので来年度の予定ですが、

やはり同じ業者に続けてやっていただきたいなというふうに私は思っています。

あとは管財室の中でどう協議されていくかですけれども、現課といたしましては

同一業者でやっていただきたいなと考えております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 
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○町長（河合永充君） これについてもなんですけど、やはり職員の専門性というの

が今物すごく求められてきております。今までですと異動、いろんなところへ何

年か変わっていました。今回、一般質問でもちょっとありましたが、やはり専門

的な異動、建設課からいきなり窓口とか、昔はそういう流れだったのです。ずっ

と何年かに一遍職員は変わってオールマイティな職員になっていくというのだっ

たのですが、今はやはり専門性が求められていますので、人づくりの一環の中で、

その職員の得意な部門、現場が得意な方、窓口が得意な方、福祉が得意な方、そ

の中からまた、総務であったり政策であったり財政であったりそういうふうな、

今後、異動の仕方をこれからやっていかないと、今ご心配されているように、ひ

ょっとしたらこれ丸投げではないのかとかそういったご心配もありますが、専門

性をしっかり持った職員をこれから育成していくには、まずその異動のことも考

えていかなければいけないなと思うのと。 

 あと、どうしてもやっぱり、この思いとか町の状況というのは、職員はよく分

かっているのですが、その会議の積み上げ方とかやり方、こういったことはやは

り専門の業者さんがよく分かっていますし、もちろん職員、そして委員長がしっ

かりとその打合せの中に永平寺町らしさ、これは間違いなくしっかり打合せをし

ていく中で積み上げていきますので、本当にしっかりここは丸投げでとか、これ

だけいろいろな方が注目を浴びていますし、私も教育長も真剣な気持ちで諮問し

ていますので、ここはしっかりとやっていきたいと思います。またこのほかの計

画についてもそういったいろいろな、真剣にやりますが、こういった予算がつい

てくるというのもご理解をいただきたいなというふうに思います。 

○議長（江守 勲君） １番、松川君。 

○１番（松川正樹君） 丸投げではないかということに関しての指摘は訂正させてい

ただきます。 

 ただ、しつこく事を申し上げますけれども、私、いろんな委員会等に所属して

いて、今まで何十年かの間に県立大学だとか、あるいは福井大学の先生方とこう

いう類いの話をすることがありました。やっぱり彼らが言うのはね、まちづくり

コンサルタントは高過ぎると。私やったらこんなもん半分でとか、あるいは桁違

が違ってもいいよという、幾らでもしてあげるという、そういうご意見を頂いた

こともあるし、今回はたまたま委員長も副委員長さんも福井大学の教育学部の、

あるいは大学院、こういう関係の方にね、セットでと言うとおかしいけど、かな

りお安い値段でかなり専門性を持ったことをしていただけるんじゃないかという



 －586－

ことを今思うところであります。いずれ、今回は駄目にしてもね、そういう類い

の、できるだけやっぱり価格は安いほうがいいと思うので、一応その方向性を探

っていただきたいなと思うところであります。 

 それと、もう一つね、いじめ関係のことでも質問したのですが、これ説明受け

たのでしょうか。ごめんなさい。ほんならいいです。 

 あと、学校関係のこの取組のメニュー、これはどうなったでしょうか。３番目

の地域と進める体験……。そうですか。はい。ならごめんなさい。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

 ９番、長岡君。 

○９番（長岡千惠子君） 私は教育奨励金について質問させていただいたのですけれ

ども、小学校で対象者４０名、１年から５年までが２９名、新１年生が１１名、

それと中学校は２５名で、１、２年生が１３名、新１年生が１２名というお話を

伺いました。 

 １年生から５年生の５学年で２９名に対して、新１年生が１１名とかなり大き

く新１年生が占めています。それと中学生に関しましても、１、２年生で１３名、

新１年生は１２名と同等の人数がいるということで、これは新１年生だからその

対象者が多くなるということでしょうか、それとも今年度、新１年生にはそうい

う対象者が多いということでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 小学校１年生の見込みにつきましては、これは本当

に見込みでございます。保護者さんのお名前を見て、女性である場合には独り親

家庭ということで対象になってまいりますので、その数と、予備でもあと何人か

分を見ております。中学校１年生につきましても、これは現在の小６ということ

で、ある程度めどはついているのですけれども、ただ、中学校に入る際に町外か

らいらっしゃる方とかもいますので、そういう内容分も含めても１２名というこ

とをしております。 

 新１年生が特別かといいますと、先ほど幾つかの援助のメニューがあると申し

た中で、１年生しか対象にならない、今の入学準備金であるとかそういうのもご

ざいますけれども、その方でもほかのＰＴＡ会費とかの援助も受けられますので、

別に１年生だけ特別に人数が増えるかというと、そういったわけではございませ
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ん。金額はその分上がりますけど、新入学時の対応のために。 

○議長（江守 勲君） よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

 １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 学校施設整備の関係ですけれども、小学校と中学校で計上

されています。２つあります。委託料として小学校、中学校おのおの２件ずつ、

合計４件ですか、設計料が計上されているのですけれども、小学校で……。 

○議長（江守 勲君） １５６ページまでですね。小学校だけ。 

○１０番（川崎直文君） はい。委託料が、来年度設計が行われて、これ本工事はい

つ行われるのかということが一つです。 

 それから、御陵小学校のグラウンドの整備工事、これ大型の工事として計上さ

れているのですけれども、学校施設長期保全・再生計画の中にはグラウンド関係

の工事については計画が、対象になっていないのではないかなと思うのですけれ

ども、この長期保全・再生計画、平成２７年の１０月だったと思うのですけれど

も、そのときに計画されたのを、私、見ているのですけれども、グラウンド関係

が入ってないということを一つ確認したいと思います。 

 この長期保全・再生計画、なぜ計画されるのかという一つの大きな目的として

工事費の平準化というのがあります。毎年、先ほど突発的な工事とか、これは現

状出てくると思いますけれども、その都度、やはり再生計画、長期保全計画をし

っかりと見直しかけて、本来の目的である投資の平準化というところをしっかり

と見ていっていただきたいなという思いがあります。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 今の設計委託でございますが、少々お待ちください。 

 この委託料のものにつきましては、施工は再来年度、令和３年度の予定でござ

います。 

 あと、御陵小学校のグラウンド改修ですけれども、ちょっとすみません、私、

手持ちの計画ですと入っておりますので、ちょっとこれ確認させていただきたい

と思います。 

○議長（江守 勲君） よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

 ２番、上田君。 
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○２番（上田 誠君） それでは、よろしくお願いします。 

 私、１４８ページの教育委員会のところを出させていただきました。月１回定

例ということ、８月はないということ、それから４月には年度当初ということで

あるという話で、内容についてはあり方委員会の年間行事、それぞれの行事のと

ころ、それから通学のいろんな範囲というのですか、そんなの云々とかいろんな

法的なものだろうと思います。その後、教育のあり方の委員会のこととか体育の

こととか、そういうふうな形があるというふうにはお聞かせいただきました。 

 そこで、やはり一番、結構、中学校も含めてなっているのがＳＮＳの対応の仕

方とか、それから当然在り方もあるのですが、教育の在り方、それから不登校、

いじめというのを、そういう議題として挙げているのではないかと思うのですが、

そういう形。それとか、今、現状のところでどういうふうな課題というか、問題

とまでもいかないのですが、そういうのがあるとか、そういうふうな話は委員会

の中で話されるということはあんまりないのでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） その都度、児童生徒の現状報告、これは各回とも、特別な

ものがある場合は報告をして、どういう対応をし、保護者に対してご理解をいた

だいたかどうかというふうなことも含めて報告はしっかりしています。 

 特にいじめ問題につきましては、対応後３か月、保護者並びに本人がいじめは

終了したというふうな了解をしなければ解消というふうなことになっていません

ので、そういうふうなことを含めて、逐次、教育委員会には報告し、相談をかけ

ています。ＳＮＳも同様、含めてということです。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） 本当は１回目でまだずっと続きを言おうと思ったら教育長さ

んが立たれたのであれだったのですが。分かりました。私もね、教育委員会、い

ろんな形の状況報告と、また今後、課題にあれなのはやはり報告しながら、ぜひ

またよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、教育大綱も今年でしたかね、変わる予定になっていますので、また

いろんな形でのそういうふうな方向性もあったらまた報告頂ければ助かると思い

ます。 

 それから、１問目の続きだったのですが、それぞれの教育奨励費のところで通

学のところを課題に挙げました。当然２，０００円というのは、先ほど課長が報



 －589－

告されたように、片道５０円で、往復１００円で大体２０日間で２，０００円と、

それをある程度ご負担いただいているというふうなご案内があったかと思いま

す。 

 私、小学校、中学校の義務教育において、スクールバスではないのですが、今、

コミュニティバスが走っていますね。学校のところのそれ辺りも１回５０円で払

っているのだろうと思うのですが、そこら辺りも月２，０００円であればね、例

えば志比南小学校だと、バス通学は本山のほうの永平寺と諏訪間の子どもだけ、

それから志比小学校でいくと、轟と光明寺やったかな。光明寺もそこぐらいだと

思う。飯島のところ。それと、浄法寺のほうでは多分、下浄法寺からここら辺り

もあるのではないかなと思ってはいるのですが、それほど多くの人数じゃないの

で、ある面では、その保護者の方々の均等を図るためにはそこら辺りの全額補助

というのを私はあったほうがいいのではないかということで、あえて今回取り上

げさせてもらいました。その点ではちょっと頂きたいと思います。 

 それから、部活のところです。部活でやっていらっしゃる外部指導員さんのほ

うも大変ご苦労があると思っています。私もそこの費用のところで……。 

○議長（江守 勲君） すみません。１５６ページまでです。 

○２番（上田 誠君） ごめんなさい。１５６ページまでやね。 

○議長（江守 勲君） はい。皆さんのお手元にお配りしてあると思いますので、そ

れ見て質問してください。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 今の通学費の個人負担ですけれども、先ほど申しま

したように、この事業とコミバスの負担はおおむね同じ程度ということで、こち

らの事業だけで無償化というわけにもございません。ちょっとコミバスのほうと

も協議が必要ですので、今、方向性としましては、ちょっと私、ここでははっき

りしたことを申し上げられませんので、検討ということでお願いいたします。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この件につきましてはいろいろな、子育てサービスでしたり

公共交通、こういったのをトータルで見ながら、じゃ、どういうふうな位置づけ

をしていくかというのは、やっぱりしっかり研究をさせていただきたいなと思い

ます。 

 それとあと、今日は学校教育課、ちょっと答弁にばたついております。今日、

補助員を入れる予定でしたが、今児童クラブをやっている関係で、子育ての職員
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と２人でちょっと対応をしていますので今日は１人、ちょっと答弁がばたつきま

すことをお許しください。よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） 今、町長が発言いただいたように、当然この就学補助のとこ

ろについては、今言うコミバスの関係とかいろんな関係がやっぱり絡んでくると

思います。ただし、私の思っているのは学校の子ども全員という形ではないし、

ある面では統合も含めて通学できる、たまたま交通機関なり遠くから来るという

ことがあって費用がかかるということですので、私は、そこら辺りは全額補助で

もいいのではないかなというふうに思っています。 

 というのは、例えば高齢者の方々、今言う高齢者の方はその補助対象が全額補

助になっていますね。それを考えると、子どもに対してもそういう補助があって

もいいのではないか。それは町全体のトータル的な考えですが、ある面では検討

の課題の一つとして挙げていただきたいという思いで意見を述べさせてもらいま

した。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 裏のページの資料５９というのは小中学校の適正配置、１５

０ページに重なりますので、質問をさせていただきます。 

 ここに書いてあるとおり、小中学校の検討の話ですが、現実的に幼稚園、保育

園の問題で言うと、３歳児の適正規模が２０人程度というのが独り歩きしていい

ますね。それに沿って、それに基づいた統廃合の方向が示されているのですが、

そういうのが独り歩きしているときに町長がやっぱり町の学校教育に対する姿勢

というのをどこかで宣言しておかないと、先に先行しているのが現実的にかなり

強力に作用していると僕は思っているので、そこが大事なんでね。 

 何でそのようなことを言うかというと、例えば邑南町の例として、日本一の子

育てを目指すっていう宣言もあったと思います。やっぱり町長のまちづくりの方

向性に沿って本来はまとめられるべきものではないかということで、僕はやっぱ

りそういうことをきちっと１回どこかで宣言しておくことが、あるべき適正配置

ということにつながってくるのではないかなと思うのですが、その辺はどうでし

ょう。何かあったらひとつ。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 何度も申し上げております。広く住民の皆さんそれぞれの立
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場、また地域、子育てしている世代、いろいろな方々の意見をするのが今回のこ

のあり方委員会。そしてもう一つは、教育委員会法が変わったときに皆さん心配

しました。町長が教育に口出しをするようになるのではないか、政治が教育の内

容に口出しするのではないかというのを何人かの議員さん、議会も心配していま

した。ただ、私は、政治が教育に口出しをすることはよくない、そういった流れ

の中で、今回、教育長が諮問をしております。これはそういったいろんな子ども、

教育を第一に考えて諮問をしているということをまずご理解をいただきたいなと

思います。 

 そして、町の方向については、しっかりいろいろ方々の意見がまとまったもの

を答申として頂いて、それをこれからどうするか、これをしっかりと判断、もち

ろん議会にも相談をしながらそこで初めて決めて、この町の子育て、今でもそれ

で頑張ってやっておりますが、改めてこういうふうにやっていくという、そうい

った中での一つの段階に入ってきているということをまずご理解をいただきたい

なと思います。 

 先ほど課長の答弁にもありましたが、今、私がこうするのだ、ああするのだと

いう諮問をしている中で言うことは、本当に何のために議論をしているのだ、何

のために諮問されているのだということにもつながりますので、そこはしっかり

と段階を追って町の方針を出していきたいなというふうに思っております。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 僕は別に、町長に教育の内容について口出ししてほしいと言

っているわけじゃないですね。僕は、まちづくりの方向性の中で学校の位置づけ

というのがあるのですから、そういうことも含めてきちっと、やっぱりこのまち

はどういうまちにしたいかということをまず示しておくべきではないか。 

 特にね、僕、心配しているのは、先行してやっぱり独り歩きしている問題があ

るから言うのですよ。特に周辺地域の少人数の問題を多人数で論議するというこ

とになるのですね。僕は、やっぱり周辺地域の問題は周辺地域の人たちがまずい

ろんな形で、そこで自分たちで話しすることではないかなと思うので、そこはや

っぱりまちづくりの方向性の中でもきちっと町長の姿勢としてどこかで語ってほ

しいなと私は思っています。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 何を一番大事にして教育長が諮問しているか。やはり私は教

育の観点から諮問してほしいということで、まず教育長から諮問をしていただい
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ております。 

 それと、幼児園につきましては、今、町の方向性を議会にお示ししております。

この中で一つ一つ建設的に議会とお話をしながら進めていって、最後に住民説明

をしながら進めていこうということも何度もお示しをしておりますので、しっか

りとやっていきたいなと思うのと、僕の方針につきましては、答申が終わって、

そしてまたいろいろ皆さんの意見を聴いた中で、じゃ、これで行きましょうとい

うふうな、しっかりお示しをしますので、ぜひその辺もご理解をよろしくお願い

したいと思います。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 今の金元議員の質問に対してですけど、私のほうから、今

回のあり方検討委員会は、児童生徒の目線、教育的な視点からというふうなこと

でお話をしていると思います。 

 実は議員さんもあり方検討委員会の委員さんになっています。そういうことで、

今、質問の中に「地域の」というふうな言葉が出てきたと思いますので、今回資

料も配付していますので、ぜひしっかり地域の方の意見をまとめていただいて、

あり方検討委員会に出席して地域の声を出していっていただければありがたいと

思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 なければ、通告質問に対する関連質疑を許可いたします。 

 関連ありますか。 

 ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） 今の関連のところで。 

 今、町長のほうがいろんな、これは幼児教育の再編の在り方のことの中で、町

長は丁寧に進めていることをお聞きしました。やり方としても当然そういうやり

方、それは行政がいろんな条件、諮問をして答申が来ました。答申の内容を議会

に話ししています。議会がそれを受けてこう答えると、答えたやつを、それを持

って説明に行くとおっしゃっていました。私、それはちょっとどうかという気が

しています。前から言っているのですが。 

 ある面では、行政が地域住民の方々にこうですよという説明をして、反応はこ

うでしたよと。当然議会は議会としても動きますが、行政としても、そういう動

きの中からこういう発言があったというのはある面では出てくると、それをする

と。それと同時に、議会に対してそれも含めて諮問をする。だから、議会が決め
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たことに対して行政が説明に行くというのでは、ちょっと僕とすれは筋が違うの

ではないかなという気がしています。だから前々から、その住民とのコンタクト

の中、ある面では説明の仕方についてはどうですかという発言をしていますし、

諮問の中にも、そのアンケートの中には、私はまだ不十分だと思ったのですが、

そういうふうなところも含めてお願いしたいというふうな形で言っていいます。 

 ですから、ちょっと見解が違ったらそれまでかもしれませんが、やはりそうい

うのがあって、今の教育の在り方の中には当然教育的見方からもできますし、あ

る面ではまちづくりからの見方もできるわけですよ。それをある面では議会に示

すというのは、僕は至極当然じゃないかという見方をしているわけです。ですか

ら、教育の目線だけで議会に示すことじゃなくて２つ合わせて示すべきじゃない

かなというふうに私は思っていて、そういう考えを持っています。そこについて

所見をお願いします。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） まず、行政と議会、二元代表制の中で、ここはしっかりと議

決権、議事機関としての議会を尊重するのは行政としては当然のことだと思いま

す。 

 もう一つは、今回の幼児園につきましても、小学校につきましても議会から、

やっぱり議会のいろいろな考え方をその諮問の中にも盛り込んでほしいという思

いで、議会のほうからは２名の方に参加をしていただいて、また議会の中のいろ

いろな意見をその諮問委員会の中でぶつけてくれたことだと思います。これは議

事機関として、しっかりいろんな住民の皆さんのことを見ている議会の声も反映

しようと。そして答申が出てきて、その間、もちろん委員の皆さんにも説明しま

したし、議会の皆さんにも、また議会の中からアンケートのやり方、また地域の

ことをもうちょっと充実させたらというのも取り入れて、ずっとその諮問の中で

やってきました。 

 今回、答申が出てきました。住民の皆さんに説明する前に、二元代表制、行政

と議会、この関係の中でしっかりと、もう一方の住民の代表である皆さんに説明

をして意見を求めて、そして積み上げた中で、じゃ、この方向で行こうというふ

うに決めてしっかりと住民の皆さんに説明をする。そしてまた、住民に説明した

中で、ここは違うのかな、今度はまた議会に返して、私たちと一緒に考えてやっ

ていく。これが本来あるべき、私は行政と議会の、お互い町民の代表としての責

務であるというふうに思っております。ここはやはりしっかりと私たちも議会を
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尊重して進めていきたい中で、今、こういうふうな取組、やり方をさせていただ

いておりますので、これはしっかりご理解をいただきたいなと思います。決っし

て議会に責任を押しつけているとかそうではなしに、お互いが責任ある立場です

から、責任を持ってしっかりやっていきましょうという、そういったことですの

でご理解をお願いします。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 １２番、酒井秀和君。 

○１２番（酒井秀和君） １件だけ。先ほど酒井和美議員の答弁で教育長が２５メー

ター泳げるようにというふうな話があって、私もそうだなというふうに思ってお

ります。 

 昨年、プールの授業が思うように開催できなかった時期があったと思うのです

が、その反省を踏まえて来年度どのように、いつから始めるとか、そういった時

期を早めるとか、何か対策を既に打たれているのかどうかだけ確認をさせてくだ

さい。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 私のほうからもちょっと確認をさせてほしいのですけど、

それはプール開放ですか、それとも……。開放ですか。開放につきましては、昨

年度、校長会に──小学校の校長会ですね──相談しまして、これは保護者の意

見も集約して、一応午前中にプール開放をというふうな方向性は今のところ出し

ています。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 なければ次に、予算説明資料１５７ページから１９９ページを行います。 

 先に通告者の質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 先ほどの学校設備の件でお伺いしました。中学校でも委託

料として２件上がっております。これの計画を確認いたします。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） この２件につきましては永平寺中学校の改修と上志

比中学校の体育館の改修ということで、これは３年、４年の計画となっておりま

す。 
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○議長（江守 勲君） よろしいでしょうか。 

 ほかありませんか。 

 ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） それでは、よろしくお願いいたします。 

 それぞれの中学校と小学校とあって、中学校のところですと特に部活のところ、

小学校については少年の野球部と、学校とはちょっと切り離してやっているので

あれですが。やはり私どもは、いろんな部活の対応の外部指導者のところについ

ては、聞きますと２，０００円、１回、時間１，０００円とおっしゃっていまし

たかね。２時間では２，０００円という形ですが、いろんな形の考え方もあろう

かと思うのですが、やはりもうちょっと、私とすれば手厚い費用を充てることに

よっていろんな人の確保もできるのではないかということ。それから、頭が下が

るのですが、そこら辺りの改善的なものはできないのかというので挙げさせても

らいました。 

 それから、学校給食備品については、今ご説明がありましたように、計画的に

やってらっしゃる。それからどういうところに不備があってということについて

は、現場の方に聞きながらこうしているということですので、ぜひそういう形を

よろしくお願いしたいと思います。ただ、できるならば、いろんな形で予算的な

ものも含めてお願いしたいというのが１点あります。 

 それから、コンピュータですが、今回の予算は当然、補助対象にならない教員

の方々のコンピュータということです。それから補助対象になるところについて

は、国、それから県ですか、そういうところの補助対象の中からやっていくとい

うことで、こういう形で計画的にやっているというふうにおっしゃっていました。

ただ、今、４万５，０００円の補助対象ですが、見通しとしてそれ以内に収まっ

てくるのか、ある程度、それは今すぐというのはなかなか難しいのかもしれませ

んが、大体どういう形での補助を、例えば４万５，０００円が、大体１機当たり

その５０％増しの七、八万円になるのでは、という形なのか。そういうふうなと

ころの見方がもしあればお知らせいただきたいというのと。 

 あと、タブレットの中で、今までですとコンピュータのところで一括していろ

んな指導の中でやってきました。ルームで、そういう形での指導のやり方だった

のですが、今度はタブレットになってくると結構その範囲が変わってくると思い

ます。それとかいろんな形での使い方が変わってくるというところから、いろん

な通信費も含めてランニングコストが上がってくるということも考えられますの
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で、そういう点。 

 それから、ソフト関係、結構外から入れるソフトもできますけれども、そうい

うふうな形も含めての必要経費的なものが今後どういうふうに発生するのか。も

しも分かる範囲があればお知らせいただきたいと思います。特にその使い方、そ

こら辺りについての方向性があればお示しいただきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） まず、部活動の指導員と指導者の単価でございます。

これにつきましては、一応補助事業であるということもございまして、単価のほ

うは……。はい。でお願いいたします。 

 それと、教育コンピュータですけれども、４万５，０００円でどうだというこ

とにつきまして、今、いろんな業者と打合せしております。突然１人１台とかい

う方向性が出されまして、業者のほうも、学校教育用のタブレットということな

ので４万５，０００円で収まるようなものを開発しているといった話も伺ってお

りますので、恐らく、今のところですけれども、１０分の１０見られるのではな

いかなというふうには思っております。その業者が安価に開発した機械を。 

 それと、タブレット化によるコストですけれども、これが一番難しいところで

すけれども、Ｗｉ－Ｆｉ方式かＬＴＥ方式かというところでかなり考えておりま

すので、どっちかというと今の国のほうは校内のＷｉ－Ｆｉ設備には補助を出し

ますというようなことで。ただ、学校の外の、学校からサーバーに行ってそこか

らの通信の整備につきましては、全く補助がございません。そこいら辺の必要な

学校の外部に係る経費の積算が、今、線自体も、そのような太いというか通信速

度が保てるような線そのものがなかなか市場に出回ってないというようなことも

あって、かなりＬＴＥ化、Ｗｉ－Ｆｉというのは悩んでおりまして、そこら辺も、

かなりＷｉ－Ｆｉという方向性で走り出したところもございますが、うちの町と

いたしましては、その比較ができないような段階である今は予算計上すべきでな

いという結論になりまして、そこら辺の整備につきましても今後の計上にさせて

いただきたいということでございます。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今回、補正の対応にさせていただいたのはまさしくそれで、

なかなか国のほうが、その細かな内容がまだ出てきていません。一番大きなとこ

ろはやっぱり通信料で、ざくっと、１年前に調べたときには、ＬＴＥを入れます

と数千万円毎年通信料がかかってくるだろうと、Ｗｉ－Ｆｉですと機材の設置に
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お金はかかりますが通信費は抑えられる。その通信費も国は見てくれるのか、何％

補助してくれるのか。そこは町が見なさいよというのも、まだメニューが確定し

ていませんので、国の方針が分かり次第、こっちで積算をしましてこっちの方向

を。課外授業というのはＬＴＥが必要かもしれませんが、「じゃ、全部じゃなく

てもいいのではない？」とか、それは学校の先生と１回お話をさせていただいて

進めて、入れますとずっとランニングコストがかかってくる事業になりますので、

その辺はやっぱり慎重にやっていきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） まさしく町長も課長も答弁したとおり、前のときのコンピュ

ータのときも先行してぼんと入れると結構それが負担になって、すぐまた買換え

とか設備の更新をどうしたらいいか、要はリースにするのか、いろんな形の問題

が出てきました。 

 今回も多分、今ご説明あったように、どういう方式でやるのか、また教育コン

ピュータとしてどういうふうに業者が作ってくるのか、また、はたまたこれを持

ち帰るわけには多分いかないと思いますから、持ち帰らないと家庭の中での関係

の問題も、いろんな形とか、それからソフトをどうするのか、それも含めると非

常に多額の費用もかかってくるということで。僕は、どういうのかな、ただ単に

これが５年計画で、５年終わってしまったら国から補助がないのかどうか、５年

以降もそういう補助があるということであれば、若干様子を見ながら、という手

もあるのではないかなと思っているわけですね。そのいろんな方式なりいろんな

形の制約も含めて、機種も含めて、いろんな形で全国的に試験して、こういう課

題がある、こういう課題がある、ならこうしていきましょうかとなってくる可能

性もあるので、そこら辺りが５年の間に例えばおこなわなければ、ある面では一

番の低価格のところで抑えていく。 

 考えれば、「これもあったらいいね」「ワードやエクセルじゃないけど、これ

もあったらいいね」「こういうソフトもあったらいいね」「こういう全体的にＬ

ＡＮみたいな形でできるやついいね」って入れていくとどんどん費用が上がって

くる。「なら、４万５，０００円補助があるので、プラス３万円でやれば行ける

ね」ってやった。しかし、実際進んでみたら変わってきたとかってなったら非常

に対応が出てきますし、例えばこれ１回補助がありますが２回目はないとか、そ

んなことがあるので、そこら辺りはぜひ慎重にお願いしたい。補助があるからっ

てすぐ飛び込むと、それが、後追いが結構なると思いますので、ぜひそこら辺り
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は慎重にお願いしたいということで、今回の質問をさせてもらいました。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 今の整備ですけれども、５年で補助が終わるかと、

そのように聞いております。この１人１台というのは国のほうの方針でございま

すので、これは今申しましたように、何年かかけて全部整備、端末に関してはし

ていかないといけないというふうに考えております。 

 あと、問題なのがその維持管理がかかってくる通信の整備のほうで、これが相

当、何千万とか、下手をすれば億に行くような、Ｗｉ－Ｆｉにしますとそのよう

なこともございますので、ここは本当に慎重にさせていただいております。  

  の県内でもＷｉ－Ｆｉを２年度中に整備しないというのは永平寺町だけだと

いうことも聞いております。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 私、学校の電気料の削減のことで質問しています。これ、以

前からちょっと質問したりしているのですが、本町の場合、エアコンの設置のと

きに大容量キュービクル、トランスに入れ替えたということで、各校の電気料、

総額幾らぐらいになるのかなと思うぐらい大きく跳ね上がったと思います。基本

料金の話ですね。 

 いろいろ聞いていると電気会社の方針だということで言っているのですが、で

も、たしか平成の頭の頃やと思うのですが、全国的に公共施設のキュービクルの

容量の引下げをやると大きな経費節減になるということで取り組んだことがあり

ます。確かに大きな、何百万という単位がそれの３分の２ぐらいになったとかと

いうことが私も記憶にあるのですが、そういうことは本当にできないのか。それ

は単に学校だけでなしに公共施設も含めてですからかなりの金額になるので、そ

こらはどう考えているのか、ちょっとお聞きしたいです、１回。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） まず、このキュービクルを入れ替えた経緯についてちょっと

お話しします。 

 学校ができてからずっと、コンピュータが入ってきたり電化製品が入ってきた

り、その間、一度もキュービクルをなぶることはありませんでした。どう対応し

ていたかといいますと、キュービクルの改造。改造をして、新しく入ったコンピ

ュータルームとかそういったのに対応をしてきました。いよいよエアコンを入れ
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るときにこの改造はもうぎりぎりまでいっていて、これ以上は無理、配線もどう

なっているのか分からなくなるから、キュービクルも入れ替えないといけないと

いうことで、エアコンを入れるときに全校のキュービクルを変更、新しく設置し

ました。 

 今回、電気代がどうしても上がってくるのは暖房。当時は電気じゃなくて重油

で暖房を賄っていたのですが、このエアコンを入れたことによって電気で。その

分、重油というか燃料は買わなくてよくなったのと、あと、当時エアコンは使っ

ていませんでしたので、エアコン代が乗ってきました。当時の燃料代とか電気代

を比べますと、快適になった分はやっぱりどうしてもコストは上がってきますが、

トータルで燃料と電気代を見ますと抑えられたという数値も出ています。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 経緯につきましては、今町長がお示ししたとおりで

すが、金額のことをちょっと申しておきます。 

 電気料が、平成２７年と平成３０年の実績でいきますと５８０万ほど上昇して

おります。これに対しまして、今ほどありました燃料費、油のほうの金額が４２

０万ほどの減になって、差引きで言いますと１６０万の増といったところです。

これには電化製品が増えたということもありますし、クーラーとか、あと暑さが

異常になってきて早い時期からつけているといったような要因もございます。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 僕は別に学校の電気料を、それは電気使ったらあかんって言

っているのではないですね。ただ、電力会社との契約の関係で言うと、最大使用

電力量というのですか、例えばエアコンのアンペア数の総計を契約にしないと駄

目だということになっていると思いますね。いわゆる一定、契約電力をオーバー

しても電気の供給が急に止まってしまうわけでないわけですから、そこは全国的

にそういうことがやられていって効果があったと私は思っています。例えば中央

公民館なんかはそれが割と問題になって変えてかなり、年間６０万ぐらい安くな

った時期があったんでなかったかなと僕はちらっと思い出しているのですが。 

 ただ、全館のスチーム暖房とか重油でボイラーたいてやっていた時代からそれ

の更新がほぼやられずに、点検もまともにやられずに、学校内にブルーヒーター

を入れてきた時期がありました。それでは、冬の暖房はそれでもいいかも知らん

けど、夏に対応できないということでエアコンに変えてきた経過があります。一

方で、その取組としてはいろんな電気なんかのＬＥＤ化も進んできていると思う
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のです。 

 ただ、電力会社の方針があるとしたら、例えば、今ではほかの電力も利用でき

るわけでしょう。それが安定的に供給されるかどうかというのは別にして、ほか

のところを利用したほうが安くなる場合もあるという話もないわけではないの

で、きちっとそこらは行政も、いわゆる電力会社の言うままではなしに、きちっ

とこれらも交渉するというのか。たしか、工場では大容量の電気を使っていると

ころは電気料金安いですよね。それを一件、一件で契約するのかどうするかとい

うのはいろんな方法があると思うのですけど、そういう中もこれだけ厳しい、厳

しいって、本当に保育園なんかにすりゃ経済性の問題もあるからということを言

って統廃合をするくらいなら、そういうことも含めてきちっとやっていくことも

大事ではないかなと思うのですが。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 公共施設につきましては、その契約をしっかり見直しまして、

例えば契約の電気料を超える場合はアラームが、これも何度か議会にもお示しし

ていますが、アラームが鳴って、それを超えると料金が上がりますので電気をそ

の時点で調整する、そういった仕組み、契約は既に行っております。 

○４番（金元直栄君）        行って     、同じ電気料金  。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今、電気代も高くなってきておりまして、町も数年前、７％、

６％になりました。その間、いろいろな売電の事業者さんとお話をさせていただ

いて、それはずっとお話をさせていただいて、その中で今の一番よりいい契約を

しております。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 なければ、通告質問に対する関連質疑を許可いたします。 

 ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） いわゆる先生方の働き方改革で部活動の外部人材の利用の問

題があると思うのですが、部活動って年々加熱ぎみなんかなって思っていまして、

ちょっとコロナウイルスの問題で、本当に今、ここの部分では大変になっている

と思うのですが、ただ、外部指導者を養成していくということですが、実際に本

当にどこまでどうなっていくかというのはあまり見えてないように、説明も聞い

てないように思いますね。 

 例えば外部指導者で日常的についていた先生方、講師方が内勤もできるように
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なる、その時間帯。しかし、中に入っても残業が同じように続くのではちょっと

意味がないですね。その辺がよく分からない、我々は。具体的に、方向としては

外部の指導者を養成するということにはなっているけれども、先生方は本当にそ

れで働き方改革につながっていくのか、いるのか、その辺はどうでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 現在の部活動の方向性というのがいろいろと、いろんな場

で協議されていますね。検討されていると。今、県の教育長会でも国への要望と

して、部活動は教育活動から外すというふうな要望を県教育委員会が出していま

す。しかしながら、私の考えとしては、やはり部活動は教育活動の一環であると

いうふうな、そういうふうな思いはしっかり持っていますね。ただ、時間的な、

今スポーツ庁が出していますあの時間的制限がありますね。ああいうふうなこと

は守りつつ、やはり部活動は学校の教育の一環でやるべきだというふうに思って

います。 

 今の金元議員の質問ですけど、外部指導者といっても毎日毎日来て活動を、指

導していただいているというふうな状況ではございません。もう日数も決ってい

ます、時間が決っていますから。そういうことで、今はそれが直に働き方改革に

つながるかというと、これははっきりそうですとは私は今現状では言いかねます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 僕は、部活動はやっぱり教育の一環であったほうが、それは

学校の理念も届いて僕はいいと思います。 

 現実的には働き方改革、特に先生方、時間外の手当なんかもない状況というの

ですか、そういう中で働いている状況があります。どこの学校へ行っても、小学

校も含めて朝早くから８時以降は学校から出なさいということがあった頃は、朝

早くから、６時半ぐらいからもう電気がついているとか、またしばらくすると、

やっぱり遅くまで教員室には明かりがついているという状況がどこでも続いてい

ると思います。そういう意味では、何とかその辺は負担にならないように、特に

各、実際に教育委員会が行って管理することにもなりますから、ぜひね、そこは

先生方、一番激務で、特に先生の成り手がいないと言われるような状況もないわ

けでないですから、そこを出すという意味でも本当にここは大事なんかなと。あ

わせて、町の職員なんかもそういうふうにしていってほしいと私は思っています

けどね。 
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○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この数年間、先生の働き方改革の中でいろんな授業もやめて

きたり、学校の主体性に任せたりというのを取り組んできました。例えば子ども

議会、これはやめまして、その後直接お伺いして直接話を。また立志式も、各中

学校はやっているのですが、またもう１回全部の中学校が集まって一緒に給食を

食べながら、というのもやめました。これは全て校長先生と話しして「どうです

か、先生？」と言いますと「もうやめましょう」「やめてください」という感じ

でやめました。どちらかというと、町がいろいろな中で、いい意味で「どうです

か」と言ったのが、これだけ忙しくなってきますと押しつけになっていたところ

もあるのかなというのも少し感じておりまして、今、そういった事業は学校と相

談して、やらないものはやらない、学校の主体性に任せる。数年前までは、一つ

の小学校やと全て一緒な授業をやってもらうのもあったのですが、今は各学校の

規模とか子どもたちの考え、地域の皆さんのやり方、そういったのでお任せして、

どうぞやってくださいというふうな形にも変えてきております。 

 もう一つ、今の部活の支援員でしたりいろいろなそういう人的、物的、そうい

った支援も結構頑張って、教育委員会と連携を取りながら積極的に進めておりま

す。給食費も無償化ですので、給食事務は全てこっちの行政のほうでやっている

というのもあります。ただ一方、先ほど役場の職員の話というのもありましたが、

それをすればするほど、今度、役場の職員の負担も増えてくるというのも実は現

状がありまして、このバランスを取っていくのにどうしたらいいか、こういった

のも実は悩まされている、というかそういうのもあります。 

 ただ、今日らも児童クラブ開いてずっとやって、１クラス１０人単位で開いて

おります。コロナの影響で。これ、実はなかなかスタッフがいない中で学校の先

生も、「僕らも協力するよ」って言ってくれる先生もたくさん出てきてくれてい

ますし、こういったありがたい、学校と行政もしっかりと連携といろんな情報と

か意思を共有しながら、またお互いの課題も理解して尊重し合いながら進めてい

くのが大事かなと思っております。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 今、働き方改革ということで、どうしても表に出てくるの

は部活動ですよね、中学校の場合は。それが表に出てこないところがあります。

何かというと教育相談。先ほど課長のほうからスクールカウンセラー、ソーシャ

ルワーカー、この町内のスクールカウンセラーが５人います。県が配置してくれ
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ています。県教育委員会が５人配置している。その５人の相談件数が８２１回と

いう件数です。１人にあれしたらすごい件数ですね。 

 これはやはり保護者、それからスクールカウンセラーとの相談活動申し上げま

すし、学校の関係者を含めた、保護者も入れてのケース会議というのがあります。

それから、学校の教師とスクールカウンセラーの相談、こういうふうな連携が非

常に今うまく、件数だけは非常に大きいという、そこではないのです。これは結

局何を私が今言いたいかというと、保護者と学校と専門機関がすごく連携がうま

くいっている、だから町内の児童生徒の様子が落ち着いているということを私は

訴えたいのですけど。 

 この時間がすごくかかります。ですから、例えば１件につき５時間ぐらい関係

者を集めて相談するというふうなことがあって、どうしても長時間になってくる

と。１人や２人じゃないですね。児童生徒の不安を解消するためにはある程度、

やはり時間は必要になってくるのです。そういうことも働き方改革の中に、長時

間労働の原因の一つがあるということを、ご理解をいただければと思っています。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） まず、学校のコンピュータの件ですけれども、今日の説明

で大分分かりました。個票の６８ページにあるやつのことを説明していたのでし

たね。何でこれ財源が出てこないのかなって不思議に思っていたのですけど、要

は補正対応にしますよということで、ようやく分かりました。 

 ただ、今回、補正対応で多分、最低でも４万５，０００円の５００台ですから

２，２５０万、それプラスアルファということになるのだろうと思いますけど、

ここで出ますよということだろうと思いますけど、ここの概要にも書いてある、

併せてＬＴＥ方式の通信費を支出しますよというふうに書いてあるのですけど、

これはＷｉ－Ｆｉ方式にするかはまだ検討中だということで理解をすればいいと

いうことでいいですよね。先ほど上田議員も言われましたとおり、タブレットの

お金プラスいろんな費用がかかってくるので、これ慎重にやってほしいというこ

とと、こういうような方式を使って先進的なところがどこかあるのでしょうか、

ないのでしょうか。ちょっと教えてほしいなと思います。 

 ２つ目に、キュービクルの話が出たのですけど、電気料の話ですね。各学校の

電気料いわゆる学校の施設管理費というのは相当かかっているという中で、その
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中で電気料はかなりウエートを占めているということであります。ただ、説明の

中で、以前の重油に比べるとある意味そんなに高騰はしていないですよというこ

とですが。ただ、各学校の管理費を見ますと、例えば志比北の管理費、去年より

も１００万ほど上がっているのですけど、そんな説明も少し出てきたらなと思っ

ております。ぜひ、今でなくてもいいのですけど、細かいところをまた課長にお

聞きしますので、また教えてください。 

 それと、来年、３学期制から２学期制に移行しますよね。これも働き方改革、

さっき働き方改革のことがあったのですが、そこに大きな要因、重点を置かれて

いるのでしょうか。働き方改革の関連でお聞きをいたします。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） まず、コンピュータ関係ですけど、実は文科省の、先ほど

町長が答弁したように、方向性がはっきりしていないです。それで、他の市町に

ついてもやはり補正対応というようなことしか、それも何月というふうなことも

はっきりはしてないような状況で、そういうふうな現状だということをご理解い

ただきたいと思います。 

 それから、先進地についてなんですけど、こちらのほうもちょっと把握できて

いませんので、また１回調べましてお答えさせてもらいます。 

 それから、２学期制について。おっしゃるとおりだと思います。長期にわたっ

て余裕を持ってというふうなことで、十分、教師、児童生徒もゆとりを持って学

校生活が送られるということを実際に現場の教員の声として私聞いていますの

で。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） コンピュータのことにつきましては、今、ＬＴＥと

主要事業のほうには書いてあります。これは１人１台の、全体をＬＴＥかＷｉ－

Ｆｉにするかは検討中でございますけれども、中には何台か校外学習で持ち歩い

たりするタブレット等もございますので、それに関してはＬＴＥで確定はしてお

ります。そのほかの全体的なことにつきましては、補正の計上のときによくよく

考えた上で要求していきたいというふうに思います。 

 先進地ということですけれども、これも今おっしゃったように、先進地はござ

いません。２月の下旬ぐらいですかね、国の方針というか補助要綱的なものは出

てきました。その前から１人１台とか学校内の通信環境の整備の補助という話は
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出ておりましたけれども、みんながどうしよう、どうしようというふうになって

いました。県内いろんなところと相談したのですけれども。そういうような状態

でした。でも、中には去年、おととしぐらいで整備しちゃったところもあって、

何といいますか、みんな蜂の巣をつついたような騒ぎになっていたということで

ございます。 

 志比北ですけれども、１００万、去年より上昇ということで、これは電力代で

はありませんで、水道が実績に合わせて値上がりした部分と、備品が大きいです

ね。備品の購入ですけれども、ここの上昇分でございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 財政課長。 

○財政課長（川上昇司君） 今ほど教育コンピュータのことで、質問頂いております。 

 財政を預かる側としましても、このＧＩＧＡ構想の補助の内容がはっきり予算

計上のときには見えていません。現状も見えておりません。ほんで町長のほうか

ら市町振興課のほうへ情報の提示を直にお願いしていただいているという経緯は

ご理解をいただきたいと思います。 

 町としましても、やっぱり後々に影響がありますので、町を挙げてその内容に

ついては十分議論をさせていただいて、今回、計画は上げさせていただきました

けど、予算についてはちょっと見送るということで動いておりますので、その点

ご了解をいただきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 学校のＩＣＴ環境整備事業ということですけれども、いろ

いろタブレット導入とかその通信手段をどうするのかというハード面ではいいけ

れども、この教育を実践していくというところの取組では、次年度どういった課

題があって、どういう具合に取り組んでいくのか、具体的にはその予算の中でど

う取り上げていくのかというところを確認します。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 教育をしていく中での話ですけれども、これに関し

ましては特に予算が発生しているということはありませんで、教科書の内容はち

ょっとだんだん、ハイテク化といいますか、例えば教科書の中に、読み取る、四

角い、ＱＲコードとかが入っていまして、それにタブレットを当てると、例えば

英語の発音が流れてきたり、いろんな実験の様子とかも流れてきたり、そういう
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ようなちょっとハイテク化されてきていますので、それに関しましては費用が発

生しないものですので、だんだんそういう時代になってきたのもあり、１人１台

ということになってきているというふうに思っております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） このタブレットにつきましては、入れることが目的ではなし

に、何に使うか、どういうふうに使うか、そして、例えば中学校、ＬＴＥを入れ

るということは外に出るということですけど、じゃ、１年間のうちにどれだけ外

で授業があるのか、こういったことをしっかり教育委員会、また行政当局、また

現場の先生、こういった方々と一緒に、本当にどういうふうに使っていきたいか

ということをしっかり念頭に置いて、また補正で、そのときにしっかり説明させ

ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 今まさに町長が言われたことやと思います。具体的にＩＣ

Ｔ教育実践方法を学ぶということで、各地で行われています、学校の先生方はじ

め。そして、何に使うのかというのをやっぱり教育現場でも、例えば防災関係で

プログラムを作ってこういうことをやってみようじゃないかと、ここのところが

非常に大事なんじゃないかなと思います。先生方独自で勉強することも大切です

し、地域の方でそこら辺非常に詳しい方もいらっしゃいますので、先ほどの部活

じゃないですけれども、そういった方々の応援も得てしっかり取り組んでいって

いただきたいなと思います。タブレットを導入するのが目的ではなくして、いか

にそれを、ＩＣＴの教育を充実していくというところですから、むしろそのソフ

ト面のほうが大事なんじゃないかなと思います。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 なければ、暫時休憩いたします。 

（午前１０時５２分 休憩） 

────────────── 

（午前１１時０５分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、生涯学習課関係、一般会計予算説明書２００ページから２１３ページを

行います。 

 通告の回答を含めての補足説明を求めます。 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（清水和仁君） それでは、令和２年度当初予算、生涯学習課関係の

事前の通告に基づきますご答弁、ご回答をさせていただきます。 

 予算説明資料２０１ページ右側の社会教育総務諸経費の団体への補助金につき

ましてのご質問ですが、資料には補助金１５件で９３５万８，０００円とござい

ますが、そのうち団体への運営補助金は７団体１２０万円でございます。団体に

より規模や活動内容など様々でございます。前年度の補助額をベースに決算状況

や活動内容などを見させていただき、決定しております。また、特に大きな事業

に取り組むような場合には、別に事業補助という形で補助することもございます。 

 続いて、地域づくり応援事業についてのご質問ですが、通告一覧表の最後のご

質問にも併せて答弁させていただきます。なお、この件につきましては、主要事

業の６９ページをご覧ください。 

 近頃、地域住民が自主的、主体的に地域活動やイベントに取り組む事例が増え

ております。また、平成１８年創設のわがまち夢プラン育成支援事業では、２０

団体に支援を行っております。これらの活動のうち、優れた活動や発展が見込ま

れる活動に対し、より手厚い支援を行い、住民による主体的、自発的な地域づく

り事業に取り組みやすくしたいと考えております。 

 具体的には、対象事業は、１番、わがまち夢プランを３回交付された事業、２

番、過去にほかの町補助金事業等の対象となった事業、３番、複数の自治会等が

共同して広域的な連携を持って実施する事業の３種類のうちと。そのうち、補助

対象経費４０万円以上のものとしております。 

 この対象要件の１番、夢プランの既交付事業及び２番の補助金既交付事業を設

定した理由はというふうなご質問がございますけれども、夢プランにつきまして

は、そもそも３回交付後は自主自立を求めておりましたが、よりよい魅力的な事

業にグレードアップを図るものについては引き続き応援したいと考えておりま

す。 

 ２番の町補助金等を受けたものにつきましては、例えば県事業等の廃止などの

理由で補助がなくなった事業や、既に予算化されている事業でもこの補助事業に

乗り換えることでさらに大きく魅力的な事業へと発展させることを期待する事業

を応援したいと思っております。 

 なお、補助率は２分の１としまして、１００万円を上限とします。この事業も

３回を限度としております。補助額も高額となりますので、商工観光課所管のチ

ャレンジ企業支援事業のように審査会において申請者によるプレゼンテーション
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をお願いし、趣旨、内容や意気込みなども含め、しっかりと審査をしたいと考え

ております。 

 もっと公平、恒常的な支援を考えるべきとのご指摘がございますけれども、意

欲ある団体、自主的で優良な取組に関しては、町としてしっかり応援していく姿

勢を示すとともに、運営などに関しても行政に頼らない、真の意味で自主的な活

動が増えていくことを期待しているためでございます。 

 なお、要綱につきましては、後の全員協議会にてお示しをしたいと考えており

ます。 

 予算説明資料２０１ページの右側にお戻りください。 

 社会教育総務諸経費に戻っていただきまして、この事業費全体で１，２０９万

７，０００円、前年度比２４１万３，０００円の増額の要因につきましては、大

きな要因は、今ほど述べました新規事業、地域づくり応援事業補助金３００万円

の創設によるものでございます。 

 続きまして、青年活動の内容はというふうなご質問でございますが、この事業

の中には報償費、消耗品費、印刷製本費、合計で１２万９，０００円を計上して

おります。これは、若者の地域活動参画に向けたきっかけづくりのために、青年

層を対象とした企画講座を計画しています。年間６回程度の講座を年度当初に計

画し、参加呼びかけを行います。 

 具体的な内容は未定でございますけれども、若い者が興味のある内容、例えば

ネイル講座とかドローン講座などを検討し、まず講座に参加してもらいたいと考

えております。現存する青年団体の方や成人式実行委員会にも呼びかけ、次年度

の計画づくりにも参画していただきながら、講座の内容を学んでいただくことよ

りも、主たる目的としては、まずはつながりをつくり今後につなげていきたいと

いうふうなことを考えているところでございます。 

 生涯学習課事業のＳＮＳなどでの発信につきましては、公民館企画講座などは

地区住民または町民を対象としたものがほとんどでございます。よって、現在は

こういった事業は町外にまで広く発信し、募集することは行っておりませんでし

た。町外者でも参加可能な者については、今後、ＳＮＳ等で発信していきたいと

いうふうに思います。 

 生涯学習だより「Ｓｅｅｄ」のホームページ掲載につきましてのご質問ですが、

生涯学習だより「Ｓｅｅｄ」については、印刷を委託している業者が最終データ

を作成しているのでございますけれども、今までの契約においてはその完成デー
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タを頂くことが契約には盛り込まれていませんでした。令和２年度にはその点も

契約内容に盛り込み、データを頂きながら町のホームページにアップしていきた

いというふうに考えております。 

 ２０３ページ左側の男女共同参画事業につきまして、町民意識の低下をご指摘

というふうになっておりますけれども、男女共同参画計画の改定時に、平成２３

年及び２８年ですけれども、町民意識調査の結果においては、ほとんどの項目に

おいて男女共同参画意識は進んでいるという結果が出ておりますので、町民の意

識は徐々に高くなっていると考えております。 

 新年度の事業でございますが、啓発事業として推進月間のキャンペーン、昨年

度から行っている川柳募集なども行い、町民への啓発を生涯学習だより「Ｓｅｅ

ｄ」で毎月連載もしていきたいと思っております。意識改革を進めるために、家

事や育児を負担と考えるのではなく、家族で一緒にやって楽しもうという事業を

公民館とタイアップして行っていきたいと思っております。「“おとう飯（はん）”

始めよう」という男の料理教室も継続します。また、学習の機会を持つ取組を行

い、男女共同参画ネットワーク団体も増やし、各団体内での研修機会を持つ取組

も行います。特に職場における女性の登用や活躍を推進するために商工会などの

研修も計画していきたいと考えておりますし、審議会や委員会の女性の登用も呼

びかけていきたいと思っております。 

 平成３０年度、今年度、そして次年度計画と比べますと、単純に事業数だけを

言いましても年々取組数を増やしているというふうに私どもは思っておるところ

でございます。 

 また、事業費が必要なのではないかというふうなご指摘でございますが、講座

やセミナーの企画費については、加盟しているふくい女性財団の事業により負担

をいただけるものもございます。また、啓発キャンペーンやパネル展示など、予

算を伴わない事業もございます。男女共同参画ネットワークが年１回発行してい

た広報紙「ともに」につきましては今回の予算には計上しておりませんが、今年

度より生涯学習だより「Ｓｅｅｄ」に毎月男女共同参画に関する内容を掲載する

ようにしまして、より周知啓発が図れるようにしております。これによりまして

事業費が前年度比で減額となっているところでございます。男女共同参画推進委

員会及びネットワークの皆さんと一緒になって、予算をかけずに効果が上げられ

るよう取組を進めているところでございます。 

 ２０３ページ右側、公民館施設管理諸経費に関しまして、松岡公民館のトイレ
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の洋式化について、現状では各階の男女トイレにそれぞれ１か所ずつ洋式便器が

ございます。また、３０年度の改修工事において、２階に多目的トイレを設置し

たところでございます。 

 昨年６月議会の長岡議員の一般質問において、洋式化は前向きに検討すると答

弁をしているところでございますが、現状の和式の１つのスペースは畳半畳分ほ

どでございますけれども、様式の場合は最低その１．５倍の面積が必要かと思わ

れます。様式に変えるためには便器数を減らすか、通路部分、男性側では小便器

の辺りですか、その辺が狭くなるということも生じてまいります。公民館利用者

に高齢者も多いこと、また洋式トイレが一般的になってきた昨今でございますの

で、洋式化を進めることはニーズに合っていると考えますが、単純に入替えがで

きない現状でございますので、また何かいい方法がないか引き続き検討をしてま

いりたいと思っております。 

 続きまして、社会教育主事は誰がなるのかというふうなことですけれども、現

在、生涯学習課に社会教育主事資格保有者が２名おります。次年度は資格取得の

ための講習会に参加する予定はございません。令和３年度以降に検討してまいり

たいと思っております。 

 また、公民館に関する事業全般において、住民自治や支え合いのまちづくりの

拠点としてはもっと必要ではないかとのご質問でございます。もっとというのは

予算額のことを指しているものと思い、答弁をさせていただきます。 

 公民館は地域づくりの拠点であることは常々考えているところでございます。

現在は地域に密着した公民館づくりのために、施設自体への来やすさであるとか、

気軽に参加できる講座の企画などに主体的に取り組んでいるところでございま

す。昨年度の実績でも、公民館企画講座は３９講座、延べ６８日分の開催のほか、

公民館まつりや地区振興会などの地元との共催事業もございます。また、小学生

向け企画で放課後子ども教室事業として実施する小学生向け企画講座も３４講

座、延べ３８日あり、どれも好評を頂いております。 

 永平寺公民館が、「みんな顔見知り」を合い言葉に地域と密着した活動が評価

され、文部科学省による優良公民館を受賞したことからも、町内公民館活動が館

長や公民館主事により活発に展開されている一つのあかしだというふうに考えて

おります。 

 配置している公民館長や公民館主事に直接自治活動などの取組に関して、今の

ところ、強く求めておりません。直接自治会とのつながりといいますか、を求め
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ているところではございませんので、直接的なまちづくりなどに関する予算は計

上しておりません。現在のところは地域の皆さんに積極的に公民館を利用し、ま

ちづくり活動などを展開していきたいと考えておるところでございます。 

 ２０６ページ左側、文化財保護事務諸経費の委託料の中で、古墳等草刈伐採業

務が前年度比１０３万２，０００円増額となった理由につきましては、古墳や古

墳への連絡道及び町指定史跡の草刈り業務について、回数を増やしこれまで町職

員が作業していました箇所につきましては、新たに業者委託することとしたため

でございます。このほか、鳥越山古墳、手繰ヶ城山古墳の倒木が多く、荒れてい

ることから、伐採業務を計上いたしました。 

 ２０７ページ左側、文化会館施設管理諸経費の委託料において、特殊建築物定

期点検業務他が前年度比１０６万８，０００円の増額の理由はというご質問でご

ざいますが、前年度の予算説明書ではこのほか４件の委託料の記載をいたしまし

たが、本年度はスペースの関係上２件しか記載できなかったこともありまして、

特殊建築物定期点検業務他のこの行１行では、３１年度は１３件分、令和２年度

は１０件分の合計額で記載されています。比較をするのであれば委託料全項目の

比較として見ていただきたいのですけれども、前年度比９１万８，０００円増加

しております。主な理由は、音響設備保守点検業務と床、ガラス等クリーニング

が隔年実施となっておりまして、令和２年度にて計上したためでございます。 

 ２０８ページから２１２ページにかけまして、体育施設全般というふうなとこ

ろで、予算の中では土地賃借料が高額とのご指摘でございますけれども、体育施

設の中には土地賃借料が２００万円を超えているものもございます。ですけれど

も、それぞれ町民の健康増進や生涯スポーツの振興を目的に広くご利用いただい

ている施設でございます。使用量に見合っていないのではというふうなご指摘で

ございますけれども、行政として、公共の福祉の向上のためにやむを得ないと考

えておりますし、町内の施設間または町外の施設等とのある程度の統一感も必要

であると考えております。施設再編においても現状のまま使用することとしてお

るところでございます。 

 ２０９ページの左側、松岡総合運動公園管理費の修繕費、つり下げバスケット

の巻取り機修繕につきまして、今回の修繕箇所につきましては施設設置後初めて

でございます。可動式の購入についてのご提案がありますけれども、ふれあいセ

ンター体育館にある可動式を購入しますと４００万円以上となります。また、ふ

れあいセンターには３セット分現在あるということでございますので、移設する
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ことも考えられますけれども、収納に当たっても、体育館内に置くことは邪魔に

なりますし収納する場所もないというところで、可動式は適さないのではないか

と思っているところでございます。現状の施設を修繕し大切に使うことが現実的

であるかなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） これより質疑を許可いたします。 

 ２００ページから２１３ページまでの通告者の質疑を許可いたします。 

 １２番、酒井秀和君。 

○１２番（酒井秀和君） お願いします。 

 まず、２０６ページ左側の文化財保護事務諸経費です。私から、古墳等草刈伐

採業務が前年度プラス１０３万２，０００円の理由はということで、答弁には町

職員が行っていた場所を来年度委託するというお話でしたが、町職員が今年度行

っていた場所、来年度、逆にその委託する場所を確認したいなと思います。 

 もう１件がつり下げバスケットの件ですが、２０９ページ左側、体育施設管理

諸経費ですが、災害も多くなっておりますので、もし落ちてくるとかそういった

ことも考えられるのでという提案でさせていただきましたので、その辺りの所見

をお願いします。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 今年度、職員が行って、来年度、委託というふうな

ことにつきましては、火薬局跡、それから大廻り史跡のところ、それから東諏訪

間１号墳でしたか、笑来のところのその辺りがそれでございます。 

 それから、つり下げバスケットに関しましては、現状の、今回修繕を出すとこ

ろ、箇所を直さないと、上がっていたものが急に落ちてきて、軀体自体が傷んで

大きな修繕とか使えないとか、そういうふうなことが出てくるというふうなこと

でございます。今ご指摘の天井から落ちて危ないのではないかということに関し

ましては、修繕をすれば、私どもとしては特に問題ないのではないかな、業者に

も確認をしておりますけれども、問題はないのではないかというふうなことを伺

っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 地域づくり応援事業補助金についてお話しいただきました。
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要件となるその１番、２番は分かりました。この１番、２番、３番は、いずれか

が該当したときに対象となるということでよろしいですね。 

 それから、限度額が１回につき１００万円、これが３回までいいということで

すね。３年度という。今年、令和２年度３００万ということですから、３件の見

積りがあるということですね。どういったような事業なのか想定されているのか、

紹介していただいたら助かるかなと思います。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 対象の１、２、３はいずれかでいいということでご

ざいます。 

 また、今年度３００万ということで、３つの事業当てがあるのかというふうな

ことでございますけれども、基本的には当てをしたものではありません。ただ、

先ほどもご答弁で申し上げましたように、近頃いろんな自主的な活動が増えてい

るというふうな、そういうふうな活動に関しては対象になってくるのかなという

ふうなことは思っておりますけれども、今現状、お申込みがあるといいますか問

合せが直接的にあるわけではございませんし、この事業、この事業、この事業と

いう形で当てしてつくったというところまではないというところでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 補助対象の経費が４０万以上ということですね。経費です

ね。例えば、イニシャルコストというのですか、例えば投資を伴うような事業、

そういったものは該当するのかどうか。いろんな事業をやろうと思いますと、や

はり初年度に、それから２年度とか投資額が増えると思うのですよね。それ以降

はランニングコストいうのですか、経費といったような状況も、そういった事業

もあろうかと思うのですけれども、ここにあります経費が４０万以上というここ

の中身を確認したいと思います。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 対象となる経費につきましては要綱の中でしっかり

定めていきたいと思っておりますけれども、報償費、旅費、需用費等々というふ

うな形である程度、わがまち夢プランのときにはあまり細かいことは載せてない

要綱になっておりますけれども、今回は額も大きいということもありまして、あ

る程度しっかり定めていきたいと思います。 
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 なお、うちのほうで今のところ対象としないというふうなものにつきましては、

例えば、その会員の中での反省会等も含めた懇親会みたいな食料費、そういった

ものは外していくというふうな形で、それらを除いた対象経費という形で考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ２０１ページ、社会教育総務諸経費のＳｅｅｄ発行につい

ての質問で、ホームページ、ＳＮＳ等にこれまで紹介してこなかったのは、公民

館活動は地区住民を対象にしていて、町外への発信を目的にしているためという

ご回答だったのですけれども、私が申し上げているのは、永平寺町民の中にも情

報端末、ｉＰｈｏｎｅやスマートフォン、パソコンを使っていらっしゃる方はか

なりの割合でたくさんおられるわけですね。そういった方へのサービス、利便性、

住民サービスの向上としてホームページにももちろん発信されるべきではないか

ということを質問させていただいたのです。町外への発信をしてくださいという

ことの趣旨ではなかったのですけれども、まずそういう考え方、町内にはそうい

う電子媒体を見る人がいないからそうしますということがなぜなのかということ

が分からないのと。 

 そもそもそういうことをされているというのは、若い人ですとか今までに参加

されていなかった人をそもそも呼ぶ気がないのではないのかなということも思わ

れますし、それですと、公民館活動というのも必ずしも町外の方を招いてはいけ

ないというわけではないと思います。町外の方にも来ていただいて、交流人口を

拡大するきっかけにもなるという大切な取組だと思いますけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 先ほどの私の答弁の中で、議員のご指摘のようなこ

とを感じられるような答弁になってしまったかと思いますけれども、現状として

はそんな形だったので、来年度以降はできるものからやっていきたいと、ＳＮＳ

等にもアップして、といいますか、したいというふうには考えております。 

 ただ、数等も多くございますし、対象者も本当に限られていたりするものもご

ざいますので、それもしっかり公民館主事等とも相談しながら、当然公民館だけ

のことではないので、こちらも一緒に考えながら前向きに考えていきたいという
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ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） その対象人数が少ないから間口を狭めますということは、

それこそ公共の福祉に反すると思いますよ。公平性というものを均等に保つため

にも広告媒体というのをしっかりと、紙媒体、電子媒体といろいろと広げるべき

だというお話をしている中で、公民館活動の公平性、全ての住民がこれを活用で

きるというような形を整えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 今、私ども全部というのではないというふうなこと

を言ったのは、例えば対象が小学生に限っているもの、そういうふうなのは、学

校を通じて対象者に分けてしまうので、そういったものは募集には載せないかも

しれないかなと。でも、結果としては載せてもいいかもしれないので、その辺は

またいろいろ考えていきたいというふうに思います。 

○議長（江守 勲君） よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

 １番、松川君。 

○１番（松川正樹君） ２０４ページの左のほうをお願いします。 

 先ほどのご説明を聞いておりまして、公民館主事がやっと１人増えるというこ

とで、松岡公民館の一時的な無人化が避けられるというので本当に喜んでいたの

ですが、社会教育主事の話になってきますと２人いるから今回はそういう資格を

取らせる気がないということを聞いて、またがっかりなんですね。 

 必ずしも社会教育主事の資格がなくても公民館活動はできるし社会教育活動は

できるので、どうしてもということでないのですが、今まで社会教育主事を金沢

大学辺りで取った人の話を聞きますと、やっぱり目からうろこの世界らしいです

ね。ほんで、僕はやっぱりテンションが上がると思いますね、今までやってきた

人がそこで学んでやるということが。常に行政側というのは、公民館主事にしろ、

社会教育主事にしろ、いろんな意味でテンション上げてもらうという応援が大事

だと思います。 

 別に社会教育主事の方でなくても、あるいは公民館主事の方でなくたって、例

えば、最近、先ほども説明にありましたとおり、永平寺の公民館さんが文科省の
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表彰を受けるなど、あの活動なんかとっても私ども教育テレビ見ていて、何てた

のしそうだなというユニークな取組で、あるいは松岡公民館にしても、今の公民

館主事さんが、本当に子どもができる限り公民館に気軽に来てほしいということ

を念頭に置いた取組をしているので、実際に増えているみたいです。 

 そんなので実績を上げているのですが、私、何でこんなことをしつこく言うか

というと、何年か前に合併するときにね、いろんな公民館活動の在り方について

のいろんな案が、意見が出ていました。例えば課長補佐クラスを公民館に常駐さ

せる、あるいは公民館長の仕事を兼ねるとか、いろんなことがあって、あるいは、

合併すればいろんな資格を持った人たちが雇用しやすいという、実際に何年か前

に、河合町長のときにね、建築士であるとか、あるいは会計士的な者とか、そう

いう人を実際に雇用したことがあります。そんなので将来、社会教育士とか公民

館主事なんかの人たちも採れるのではないかということで、私、夢を見たことが

あります。初めからね、それから社会教育士とか公民館主事、こういう肩書を持

った人が、資格を持った人を初めから雇用するという考え方はないですか、どう

ですか。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） まず、社会教育主事に関しましては、金沢大学のほ

うに約１か月間通いまして勉強するというふうなことでございます。社会教育全

般の知識を吸収ができるということで、かなり有効といいますか、大切な講習だ

なというふうなことは感じております。そういう意味で、来年度は講習には参加

させませんが、３年度以降でぜひというふうな形で考えているところでございま

す。 

 実は今年度１人予算を持っておりましたけれども、現状としては、１か月間の

派遣といいますか、がちょっと業務的に無理だと判断をした。今はたまたま、現

状では２人ということを含めまして今回見送ったということで、来年度１年間様

子を見まして、また可能であれば考えていきたいと思っておりますし、当然今い

る２人も替わるかもしれない、異動になるかもしれないということも含めまして、

今後も考えていくことは続けていくことでございます。 

 なお、資格を持っている者をというふうなことに関しましては、現状は考えて

おりませんでしたけれども、今後の採用の中でまた考えていくこともあるかなと

いうふうに思います。一つのご意見として参考にさせていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） それでは、よろしくお願いします。 

 ２０１ページです。いろんなまちづくり、地域づくりのところに載っていまし

た。こういう形で応援いただけるのは非常に助かるなというふうに思っています。

それの明確性はきちっと後で要綱を出しながらやるということですので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 あと、その中で、青年活動のところで年６回の講座を企画するということで、

私は非常にいいことだなと思っています。今までは、青年のところではいろんな

事業主体のやつをやっていました。だから、それも当然大事ですが、そういうき

っかけづくりをするということでやりました。これの、例えば何をやるかという

のをぜひ青年たちに企画させていただければ非常に助かるなと。要は参加で。こ

ちらは当然なかなか、募集したかってそう簡単に出てくるかどうかというのは疑

問としても、やはり中心は青年がこういうことをやりたいねと。その中でもう一

つ、できれば、その６回の講座の後に何か一つ企画ができる。例えばできる、で

きんは、別にですが、燈籠ながしのときに何か一つのそういうところの発案でそ

の仲間づくりのやったやつが企画するとか、そういうふうな形の実態の講座プラ

ス事業というものをぜひ組んでいただけるならば非常に助かるなという思いでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 ２０３ページの男女共同ですが、様々な取組ということで、Ｓｅｅｄとかいろ

んな形で取組が出ています。私もここで一つどうしてもお願いしたいのは、当然

その男女共同参画に参画する団体もあれですが、地域の中で動きができないかと

いうことです。合併当初はそれぞれ地域の中で動きが、たしか三、四か所その地

域の中で動いていた経緯があるように私思っています。担当の方も前に男女共同

参画を担当されていたのでその内容は分かると思うのですが、ぜひ地域の方の一

つの参画のできる一つの実践やね、そういうものをぜひつくっていただければと

いうふうに思っています。机上論で大変こういうことを言ってなかなか難しいの

ですが、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、公民館。いろんな形で頑張ってらっしゃると思います。私、前々か

ら言っているのは、公民館活動で、公民館館長、それから主事さん、それから公

民館推進員の方々と一緒に動いているわけですが、前も一つ提案の中で、それぞ

れの集落に、例えば女性のところであるとか子育てであるとかそういうのがある
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のであれば、公民館の中に子育て委員会、それは主体性があるのですが、その中

で動く一つの、どういうのですかね、団体と言うとおかしいですけれども、委員

会的なもの、そういうものをつくることによって、例えば子育てやっているお母

さん方が集まる機会ができるとか、そういうふうな形の一つの例ですけれど、そ

ういうふうな委員会。それから、例えば防災があるのだったら、地域防災の組織

がありますから、そこのところと一緒に公民館を設けるとか、何かの形で公民館

の屋根の下に全部集まっているねというふうな見方ができないかなというふうに

思っています。 

 何か所か今まで視察に行きましたが、見える化の中には、公民館という屋根の

下には、例えば防災組織がありますね、それから子育ての組織もありますね、こ

ういう動きをやっていますねという形で、全て公民館の中に集約するような見え

る化がされていますね。ですから、そういうものをぜひつくっていただいてそれ

ぞれの地域の方々にそのアピールをしていくということも大事だろうと思います

ので、要は地域活動の中にそういう動きが全体的にありますよというのをぜひお

願いしたいなというふうに思います。なかなか難しいかと思いますけれども、ぜ

ひその辺りの見方もお願いできればというふうに思っています。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 今、青年活動について、本当に具体的な提案を頂きました。

私も上田議員のおっしゃるとおりだと思います。 

 闇雲に参加者に呼びかけても、なかなか来ていただけないというような現状、

これは福井市の公民館もこういうような企画をやっているのですけど、なかなか

長続きしないというようなこともありますので、内容についてはある程度ここに、

先ほど課長のほうからの答弁の中にありましたように、成人式実行委員会、今年

度非常に活発にやっていますので、この中からやはり呼びかけをして、何人か集

まっていただいて、その中で何をしようというような、そういう具体的な案をと

いうのは本当にすばらしいことだと思いますので、ぜひそういう形で実現できる

ようにやっていきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 重複するかもしれませんけれども、青年活動に関し

ては、講座はあくまでもきっかけづくりでございますので、講座の内容を勉強す

ることよりもつながりをつくることを主にしているということで、できれば今年

の企画に関しても、議員がご提案のように、例えば成人式実行委員会であるとか
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というふうな人たちに集まっていただいて企画もいただきたいなと思っています

けれども、それプラス、来年度の企画に向けて、今年やったけどどんなのがいい

だろうって、そこを強く進めたいなというふうに思っているところです。 

 あと、男女共同参画に関して、地域の中で昔いろいろ講座が開かれていたので

はないかというようなことですけれども、昔、町の補助金事業としてあったとい

うことも含めてやっていただいた地区があったと思うのですけれども、現在は、

ふくい女性財団のほうで、地区の活動でも補助金を頂けるというふうなことで、

今、予算の中からはそういうふうな事業は割愛しているところでございます。で

すから、そういうふうな補助金もあるよというふうなことも周知ができるような

形で進めてまいりたいかなというふうに思っております。 

 最後、公民館につきましては、いろんな役割があったらいいのではないかとい

うふうなことかなと思うのですけれども、もちろんそれができていくといいなと

思いますけれども、ハード的な問題もあるかもしれません。また、いろんな委員、

委員会というのですか、をつくればいいわけでもないかなと私も思いますので、

まずは公民館運営委員さんとかそういうふうな方々とこの館をどうやって運営し

ていこうかというふうなことも相談しながら進めていくのがいいのかなというふ

うに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） よろしいでしょうか。 

 ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 先ほど川崎議員もちょっと質問したのですが、地域づくり事

業。ここに書いてあるとおりで、いわゆる補助金がなくてもね、地域では本当に

こつこつと積み上げて催しというのですかね、いろんな活動をやっているところ

もあると思いますね。これまでも、その事業なんかで言うと、特別の補助金をも

らわずにやってきたと。ところがそれを何年間かもらってきたところについては、

さらにその上の金額を提示されてこれだけもらえるのだよという言い方は、ちょ

っと僕は何かこういう事業をやるときには違和感がある。 

 例えば地域で言うと、自主防災組織もありますし、町が提唱している地域包括

ケアシステムの構築というのもあります。高齢者の見守りとかボランティアです

ね。あと地域振興会もあるわけですね。それらを恒常的にやっぱり運営していく

ことで地域全体を見渡していけるような組織づくりをしていくことが大事ではな

いかということで、町長もこれに乗ってきたというか、町長の公約でそういうこ
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とを提唱されたこともあります。 

 でも、これではある意味、言葉は悪いですよ、金の切れ目が縁の切れ目という

ような催しにならないかという不安もあったりするのですよ。その辺いかがでし

ょう。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） まず、夢プランもそうですけれども、３回というふ

うな理由につきましては、３年間なり３回なり実施をしていただいて、そのうち

で自主運営ができるような形を求めるというふうなものが基本の考え方としてあ

るかなというふうに思います。 

 また、地域づくり応援事業ですと、これだけ大きな事業になってまいります。

そうしますと、自立と言いましたけれども、実際、１００万もらおうとする、補

助を受けようとすると２００万の事業になりますよね。２００万以上と。それだ

けの自主財源というのはかなり厳しいと思います。ですから、ほかの財源を探す

であるとか、寄附を募るであるとかというような形を整えていってほしいという

ふうな意味で、自主的にという、自立というふうなことを申し上げているところ

でございます。 

 また、この事業に関しましては、比較的と言うとあれですけれども、より頑張

るところというふうな形で思っているので、例えば夢プランの事業、３回終わっ

た、引き続きまだ何か補助を受けられるというふうなものではなくて、よりよく

していく、よりグレードアップを図る、そういうふうな前向きに取り組む団体を

力強く応援したいという意味でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） うちらの地域で言うと、蛍の保護活動とか夕涼み会とか国際

交流とかってやっていますね。 

 ただ、以前のことで言うと、地域の、地区の体育祭なんかも寄附を集めてやっ

ていたことがあるわけですね。しかし、地域から寄附をやっぱり集めることとい

うのは、問題はないかと、そういう催物をやるのに。ということで、これは、僕

は行政の力が随分働いただろうと思うのですが、そういうことがほぼなくなって

きた。一部のところでやっているところは、学祭なんかではやっているところも

あるようですけど、僕はそれよりか、やっぱり地域の組織づくりをどう支援する

かということが大事ではないかというのは、これまで議会でも論議されてきたし、

いろんな提案もしてきたし、行政のほうからもそういう投げかけ方があったと思
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っていますね。それにちょっと逆行してないか。 

 僕はむしろやっぱり組織づくりに恒常的な支援を考えるのが今の時期ではない

かと思うのですが、そこだけ確認したいですね。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 地域の組織づくりに逆行しているのではないかとい

うふうなところですかね。 

 そもそも私ども、この事業に関しましては、まず組織ができているような、そ

の事業に関して応援していくという形でございますので、その組織がより強くな

る、より連携が強くなるというふうなものを応援していくというふうなことかな

というふうに思っているところでございます。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） ちょっとボタンの掛け違いがあるのかなと思うのですが。 

 例えばうちの地域で言うと、夕涼み会とか蛍の保護とか国際交流とかって自前

でやっているのですね、ほぼ。若干の町からの補助はありますよ。補助というの

は振興会の８万円の補助やと思うのですが、それ以外には僕はないじゃないかと

思います。それでやっていたのに、例えば、それまでみんなへのいろんな売上げ

で何とか、少し赤字が出てもみんなで補い合おうと、地域からのいろんな拠出も

含めて公民館活動を支えていたと。ところが、そこに一旦、その催し３年間、上

限１００万で２分の１補助ですと、事業は２００万になりますけれども、それを

何年間やると、逆にそれまで実施運営していたいろんな地域の催しに再生の機会

がなくなってしまうのではないか、消えてしまうのではないか、続けていたのを。

そういうことにならないか。それよりか、組織づくりそのものを支援するという

ふうにシフトを向けて、そこをやっぱり考えていったほうが、自主防災組織にも

地域包括ケアシステムにもつながっていくような組織づくりにならないかという

お金の使い方の問題でちょっと提案もしているつもりでいますが。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 今例えばで、おっしゃった、と思うのですけれども、

吉野地区の取組に関しましては、公民館の企画としても共同でやっていると思い

ます。ですからそこの予算も入っていると思うのですけれども、今回、地域づく

り応援事業で対象としているのは、地区の内だけでの行事を対象としているもの

ではありません。あくまでも広く応募するとか大きな事業という形でございます

ので、今ある既存のものを何とか大きくしてやりなさいという、やったらどうで
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すかという話ではないので、その辺、今の公民館とか地域振興会が現在やってい

るものとはちょっと違うのかなというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） ちょっと整理したほうがいいかなと思いますので。 

 今、金元議員が言われたのは、これは公民館で補助金を出しているような夕涼

み会とか地域の振興会ですか、そういうふうなことも兼ね合いはあると思います

けど、どちらかというと公民館活動のほうが重視されている行事じゃないかと思

います。 

 実は私、２月の中旬ぐらいに、名前出していいのかあれですけど、谷口地区に

輪投げ大会に行きました、この行事に。そのときに案内状をもらいました。その

案内状の中に、この輪投げ大会の目的っていうのを書いてあったのですよ。当然

親睦というのが出て、親睦ですね。次にご近所力の向上って出ていいました。こ

れはまさに防災ですよね。ご近所力を高めようという、そういうふうな、具体的

に取り組んでいる谷口地区はすばらしいモデル地域だなというふうに思いまし

た。そういう意味で、今、課長のほうから少しでもそういう事業を、小さな事業

でもやる場合に補助するというふうな内容のことを課長は今訴えているのではな

いかと思います。本当に、そういう補助は受けてなくても地域の活性化を目指し

てしっかり頑張っているあの姿には、非常に私自身感動しました。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 河合町長。 

○町長（河合永充君） この事業につきましては、まずわがまち夢プラン、２０万円、

３分の２の補助金がありまして、これはいろいろな、例えば地域の、地区の区誌

で使われるなど、またいろいろな事業で使われて、本当にみんな使っていただい

て、そしてまた地域の振興に物すごく結びついているなと思います。そして次の

段階でさらに大きくする。今、こうやっていろいろな町のイベントを見ておりま

すと、どんど焼きにしても秋浪漫にしても、企業さん、また住民の方からの協賛

金を頂いて運営をしていこうという地域の熱い気持ちがあって、できるだけ町の

力とかそういったのではなく、自力でやっていこうという熱い気持ちがあるのも

事実です。ただ、それだけではなかなか賄い切れない、そういった中でこういっ

た助成金があるといいなと思うのと。 

 これまで、例えば秋浪漫の前身は産業フェアでした。これは町主体でずっと数
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百万かけてやってきていたのですが、関係団体の皆さんと一緒に共催でやってい

く中で、今回、上志比、永平寺、松岡ずっと回ったのですが、永平寺地区の皆さ

んがやっぱり秋浪漫をやりたいと、去年は違った形でやってくれました。今年度

これを使うかどうかは全く分かりませんが、そういったいろいろな新しい住民の

動き、新しいイベントのやり方、こういったのが生まれてきましたので、町とし

ては、積極的にそういうふうなところを支援して、どんどんどんどん輪を広げて

いってもらいたいなという思いでこの予算を設定しました。 

 もう一つ、金元議員の団体を育てるのが大事というのもありまして、これにつ

きましては一般質問か補正予算のどちらかの中にあったように、今、振興会を、

８振興会と言っていましたが、もっと細かく見ていこうと。例えば１丁目、２丁

目、３丁目を一つとして何か支援ができないかとか、上志比の議員さんからは限

界集落についていろいろ質問頂いている中で、各集落が協力し合って何かできな

いか、ちょっと振興会の枠よりも小さい枠の中で支援できないか。１００万円の

これについても、どんどんどんどん自主的に周りを広げていってくれています。

一つの大きな振興会といいますか、そういった結びつきの大きなきっかけになる

事業かなとも思っておりますので、火がついて、今、いろんな方々が何かやろう

というふうになっておりますので、ぜひご理解をよろしくお願いしたいなと思い

ます。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 通告質問に関する関連質疑ございませんか。 

 ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 今の地域づくり応援事業ですけれども、ちょっとよく分か

らないのは、課長が言われている趣旨、いわゆる自らの地域を自らがいろいろ工

夫して創造してまちづくりやっていこうって、その趣旨は分かるのですけれども、

そうしますと、いろんな人が手軽にやれるようなことがいいのではないのかなと

思います。そういう意味ではわがまち夢プランというのはまさにいい事業やった

なと思うのですけど、そういう受皿って今も残っているのでしょうか。 

 それと、今回のこの事業ですけれども、なかなか１００万、事業費２００万の

事業をすることは非常にハードルが高いと思いますよ。予算査定の中で先ほど想

定しているようなところはありませんという話をしていましたけれども、多分、

査定の中ではそんな想定しているところがなくて、事業費２００万の補助率２分

の１で１００万を３件って、それで通るはずはないと私は思っているのですけれ
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ども、多分、想定しているところはあるのではないですか。今ちらっと出てきた、

秋浪漫とかというのも出てきましたけれども、そういう想定内の中での予算措置

をしているのでないかなと思っているのですが、ぜひその辺を言っていただきた

いなと思っております。 

 それと、男女共同参画ですけれども、課長の答弁では意識はもうかなり進んで

いるというお話ですけれども、実はこの男女共同参画は意識だけの話ではないで

すよね。実際に意識を高めて男女共同参画できるような実践をしていきましょう

ということなのですが、その辺、実践についても進んでいるというようなことで

しょうか。別に予算が低いからって言うてるわけじゃないのですけれども。 

 ただ、その実践の一つには、これは総務課管轄になるのですけれども、町の職

員の幹部職員の中で女性はいないということとか、あるいはこの議会も一緒です

けれども、１４人中女性がまだまだ、２人というような実態の中で、果たしてこ

れ進んでいるという評価の中で、されているのかなというのをぜひお聞きしたい

なと思います。 

 それと、体育施設の酒井議員の質問の中で、各土地賃借料に見合う活用ができ

ているのかということで、課長の答弁、公共の福祉のためにやむを得ないところ

もあるのですよというような答弁でした。そう言ったら行政全てやむを得ないと

いうことなので、多分、財政はそんなんではしかたないなとは言うてないとは思

うのですけれども。ただ、利用量が極端に下がっているところとか、あるいは利

用が見えないようなところも土地賃借料を掲げてやっております。その辺の見直

しをぜひ、今議会は無理なのかも分かりませんけれども、ちょっとやっぱりやっ

ていかないと、今の答弁ではなかなか難しいなと思っているのですが、いかがで

すか。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） まず、地域づくり応援事業に関しましてですけれど

も、わがまち夢プラン支援事業についてはまだ引き続きあります。昨年と同じの

予算としております。お試しと言うと言い方は違うかもしれませんけれども、ま

ずはわがまち夢プランに取り組んでいただいて、その後、小さいものはより大き

なものというふうな形の流れもできるのかなとは思っています。 

 それから、３００万円の１００万円掛ける３件と想定していたのではないかと

いうふうなことですけれども、具体的に今回この議会の場で、この団体とこの事

業とこの事業とはなかなか言えないですけれども、先ほども申し上げましたよう
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に、こういう事業があるからぜひという話はまだ、どこにも話はほぼしてないよ

うな状態です。ただ、町長申し上げたような、例えば秋浪漫であるとかそういう

ふうなことは、想定という言い方が正しいかどうかは別としまして、そういうも

のもあるなというふうなことは思っているところでございますので。 

 ちなみに、１００万というのは大きいというふうな、２００万の事業というの

はというのは、１００万が最高でございますので、夢プランよりも大きい事業に

関してはということですから、当然補助額１５０万ということもあるでしょうし、

みんながみんな１００万を求めてというわけではないと思いますので、その辺よ

ろしくお願いいたします。 

 男女共同参画の意識に関しましては、ご質問の中で、意識が低下しているので

はないかというふうな指摘でしたので、低下はしていませんよという意味で申し

上げたというのがまず１点目ということでございます。 

 実践に関しましてですけれども、当然意識は皆さんある程度上がってきたので

はないかと私も思っていますが、今おっしゃいましたような登用率の話であると

か、実際に、例えば家で家事をするのかというふうなことに関しましては、でき

ているものもあればできてない、まだまだというのも多分、十分あるというふう

には思っています。ですので、まずは、もしかすると今までの取組では、家庭内

といいますか、そういうふうな男女共同参画を主にやってきたような感じがあり

ますので、これからは、一般質問でもご答弁しましたけれども、企業といいます

か、そういうところにも入り込みたいなというふうなところで、町内で言います

と、商工会のほうで講演会等をさせていただけないかというふうなところに踏み

込んでいきたいなと思っているところでございます。 

 体育施設に関しましては、当然土地賃借料が高いというふうなところもあると

いうのは先ほど申し上げました。それに本当に見合っているのかというと、単純

な費用対効果でいくと見合っていないところもあるかもしれませんが、合併前の

いろんな経緯の中でその場所を借りながら施設を整備してきたというふうな流れ

もあると思いますし、今のところはそれなりには使われているものと思っており

ますけれども、だんだん利用が実際下がっているようなところもありますので、

今後、あまりにも使われないような施設があるようでしたら、その施設の使い方

といいますか、の見直しというのも考えていく必要はあるなというふうに思って

います。今のところは公共施設再編の計画の中では引き続き維持していくという

形になっております。 
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 以上です。 

○議長（江守 勲君） 山口副町長。 

○副町長（山口 真君） まず、地域づくり応援事業の補助金の問題ですけれども、

この事業とか、それから今もありますわがまち夢プラン事業等、こういった事業

への補助金の考え方ですけれども、やはり住民の皆さんの自主的な活動、主体的

な活動を支援していこう、そしてそういった動きを推進しようという考え方でご

ざいます。そういった動きがあること、あるいはそういった考え方が、金元さん

が言うようなその組織づくりというものにもつながっていくだろうということで

ございますので、そういった事例等を増やしていって町民の皆さんの主体的な活

動の輪が広がっていくことを夢見ております。 

 それから、もう１回だけ。体育施設の件に関しては、うちの町は、体育施設だ

けでなくて我が町の公共施設、できるだけ町民の皆さんに使い勝手よいものに、

使いやすくということで、ほとんど使用料については町民の皆さんについては免

除といいますか、そういった施設が多ございます。そういうこともありまして、

その費用対効果だけを、一概にそこだけで議論するのではなくて、そういった施

設で町民の福祉向上につながっているということでご理解をいただきたいなと思

いますし、それから、今課長申したように、公共施設再編計画ということで、全

ての公共施設をこのまま維持していくかどうかということについては今回も見直

しをしている最中でございますし、常にそういった意識を持って検討をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 地域づくり応援のことについては、やはりそういう、私は

そうやって地域で頑張っている人が末永く活動していくということにぜひ応援を

してほしいなと思います。それが２００万の事業をやるということを末永くとい

うのとはちょっと違うなと思っていますので、それだけ言っておくのと。 

 あと、公共施設のことですけれども、何も費用対効果が悪いからやめなさいよ

というわけじゃなくて、逆に、それだけ町民の血税を使って土地を借りてそうい

う施設を造ってやっているのですから、それを活用していただくように努力して

ほしいということです。でも、それでもできなかったらそれを考えてくださいよ

ということであります。ということですから、基本は血税を使ってやっていると

いう、公共のためにやっているということですから、それを念頭に置いていただ
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きたいなと思っております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） １００万円、２００万円の件ですけど、上限が１００万円と

いうことで、これが、まずわがまち夢プランでまず始めるきっかけづくりをやっ

ていただいて、またそれを大きくするときにこういったのを利用してもらえると

いうパターンもあるのかなというふうにも思っております。 

 それと、今いろんなイベントを町民の方がやっていますが、大体１００万円以

上の協賛金というのはやっぱり集められておりまして、自主運営というか、でき

るだけ自分たちの力でという意識も高まってきておりますので、これもまたご理

解いただきたいなと思います。 

 それとあと、公共施設につきましては、やはり使っていただいて、それで初め

て住民・行政サービスになりますので、今もう数字の時代になっています。前年、

前々年、この数字の中で今年度はどうなのか、今年度はなぜ去年より下がったの

か、なぜ上がったのか、そういったのをしっかりと分析をしながらその施設の運

営をしっかりやっていくことが大事で、ずっとこうだったからこういうように使

っていますというのは、実はもう５年、１０年は大きな一昔前という、十年一昔

じゃない、五年一昔ぐらいの感覚になっていますので、常にどうしたらこの施設

を使ってもらえるか、それをよく考えてやっぱりやっていくのと、その中で利用

が少なくなってきたところはまたいろいろは再編とかそういったのを考えてい

く、これらは大事かなと。まずはどういうふうに住民に使ってもらえるかを考え

るのが大事だと思っております。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 財政課長。 

○財政課長（川上昇司君） 今ほどのまちづくり関係の予算についてということをま

ず回答させていただきますと、査定時について、今、町民の中で集落を超えて活

動をしていくという団体等がここ数年見受けられるようになっております。そう

いう団体に対して町として何か支援ができないかということでこの制度が成り立

ったという判断で予算を認めたところでございます。決して皆無のところでの予

算ではないので、今、現状を見ていただきますと、皆さんも心当たりあろうかと

思います。そこについては、まず制度設計をしっかりした上で広く町民の皆さん

にＰＲをしないと駄目ということもあります。予算はさきに認めていただきまし

て、今、要綱等の整備も進めております。お認めいただければそれなりのＰＲを
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担当課のほうからさせていただきますので、その点はご理解をいただきたい。 

 それと、公共施設の再編ですけど、町長、副町長なり説明させていただいてお

りますとおり、どこに視点を置いて施設を維持していくかということになると、

やっぱり利用していただくということが最も必要かと思います。それと、町民の

皆さんに対してその施設がどれだけ有効なものかということも大事だと思いま

す。今、公共施設の再編の見直しをやっておりますので、その点も含めて担当課

には十分申し伝えておりますので、その点もご理解をいただきたいと思っており

ます。 

○議長（江守 勲君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時１３分 休憩） 

────────────── 

（午後 ０時１３分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 関連質疑ありませんか。 

 １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） 地域づくり応援事業補助金のお話を伺っている中で、ちょ

っと質問といいますか、査定をされるというところの査定の基準がちょっと曖昧

なのかなというのを、どうしても不明確であるなというところがあるのですけれ

ども、この１００万円という金額の算出方法であるとか、もっと私しっかり制度

設計されているのかなと思っていたのですが。 

 こちらのほうの地域づくり応援事業１００万円、例えばお金があったら、創業

支援であったら立派に一つのお店ができるのですね。それを地域づくりに使うと

いうことの目的としてなんですけれども、それが地域の人、例えば５００人の人

がレクリエーションをするために使えますということから算出されているのか、

それとも、町外の方にも来ていただいて永平寺町の魅力を発信できる事業であり、

年間５，０００人から１万人程度の交流人口の拡大が見越せるので、そのために

はそのお金が必要であるというような考え方なのか、その辺りもきっちり示され

ないと、そのお金を頂いた団体さんもその使い方というところで迷いが出てくる

のではないかなと思うのですけれども、これはいかがでしょう。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 先ほども申し上げましたとおり、この事業に関しま

しては、町内の親睦とかレクリエーションとかいうふうなことに関しては対象外
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としたいなと。あくまでも広く参加を求めたりとか町外に広く発信したりとか、

そういうふうな形で頑張っていくところというふうなことを思っているところで

ございます。今はまだ、議員さんご提案のように、それの指標というのですかね、

人数的なことというところまでは今は求めようというものではございませんでし

た。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 財政課長。 

○財政課長（川上昇司君） 繰り返しになるかも分かりませんが、この制度を見たと

きに、地域資源を生かして住民が相互に自発的にまちづくりをしていくというこ

とを担当課のほうから説明を受けました。その中で、今ほど議員おっしゃいます

ように、この制度の中身を見ていくと、ほかからの人の交流も見込める事業もあ

ろうし、それとまた、地域の人がやっぱり自立的に自分の住んでいるところをよ

くしよう、活発にしようという流れも読み取れましたので、その点はご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 ないようですから、これで議案第６号、令和２年度永平寺町一般会計予算につ

いてから議案第１４号、令和２年度永平寺町上水道事業会計予算についてまでの

第１審議を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時１５分 休憩） 

────────────── 

（午後 ４時４５分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 お諮りします。 

 議案第６号、令和２年度永平寺町一般会計予算についての第２審議の提案があ

ります。予算説明資料７ページ左側、総務課、公共交通対策事業、１５ページ左

側、防災対策事業費、町職員の女性幹部の登用について。続きまして、総合政策

課、２４ページ、ＩｏＴ推進事業。商工観光課、観光物産協会補助金、越前加賀

インバウンド推進機構負担金、１２６ページ、ブランド戦略推進事業。建設課、

１３４ページ、社会資本整備事業総合交付金事業、１３７ページ、都市計画事務

諸経費。生涯学習課、２０１ページ、社会教育総務諸経費。学校教育課、１５０

ページ、小・中学校適正配置検討事業。この１１件について、第２審議に付すこ
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とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、本件は第２審議に付すことに

決定いたしました。 

 次に、議案第７号、令和２年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算につい

て、第２審議があります。 

 国民健康保険事業につきましては、健診事業への強化、支援等について第２審

議があります。 

 それでは、お諮りいたします。 

 この１件について、第２審議に付すことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、本件は第２審議に付すことに

決定いたしました。 

 議案第８号、令和２年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算について、第２

審議を省略し、第３審議に付すことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、議案第８号につきましては第

３審議に付すことに決定いたしました。 

 次に、議案第９号、令和２年度永平寺町介護保険特別会計予算について、第２

審議の提案があります。 

 介護保険につきましては、地域包括支援事業の構築について質問がなされてお

ります。 

 では、お諮りします。 

 この１件について、第２審議に付すことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、本件は第２審議に付すことに

決定いたしました。 

 議案第１１号、令和２年度永平寺町下水道事業特別会計予算について、第２審

議を省略し、第３審議に付すことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、本件は第２審議を省略し、第

３審議に付すことに決定いたしました。 
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 次に、議案第１２号、令和２年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算につ

いて、第２審議を省略し、第３審議に付すことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、議案第１２号につきましては

第２審議を省略し、第３審議に付すことに決定いたしました。 

 次に、議案第１３号、令和２年度永平寺町土地開発事業特別会計予算について、

第２審議を省略し、第３審議に付すことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、本件は第２審議を省略し、第

３審議に付すことに決定いたしました。 

 議案第１４号、令和２年度永平寺町上水道事業会計予算について、第２審議の

提案があります。 

 有収率の向上に向けた取組についてということです。 

 お諮りいたします。 

 この件につきまして、第２審議に付すことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、本件は第２審議に付すことに

決定いたしました。 

～日程第１０ 請願第１号 老朽原発稼働に関する請願書～ 

～日程第１１ 請願第２号 関西原発にかかわる不正資金還流の真相究明をもと

める意見書～ 

～日程第１２ 請願第３号 福井県歴代幹部の金品受け取りに関する真相究明を

求める請願書～ 

○議長（江守 勲君） 次に、日程第１０、請願第１号、老朽原発稼働に関する請願

書から日程第１２、請願第３号、福井県歴代幹部の金品受け取りに関する真相究

明を求める請願書の３件を一括議題とします。 

 お諮りします。 

 この３件の請願書は、お手元に配付しました請願文書表のとおり、会議規則第

３９条第１項の規定により教育民生常任委員会に付託したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、請願第１号、老朽原発稼働に
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関する請願書から請願第３号、福井県歴代幹部の金品受け取りに関する真相究明

を求める請願書の３件を請願文書表のとおり、教育民生常任委員会に付託するこ

とに決定しました。 

 委員会におかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の

結果を議長に提出くださいますようお願いします。 

 暫時休憩します。 

（午後 ４時５２分 休憩） 

────────────── 

（午後 ４時５３分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 日程第５、議案第１０号、令和２年度永平寺町立在宅訪問診療所特別会計予算

について、第２審議を省略し、第３審議に付すことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、本件は第２審議を省略し、第

３審議に付すことに決定をいたしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ４時５３分 休憩） 

────────────── 

（午後 ４時５４分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開します。 

 お諮りします。 

 これをもちまして本日の日程は全て議了しました。 

 本日はこれをもちまして散会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって散会することに決定しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 なお、明日１０日は休会としたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日１０日を休会とします。 

 なお、明日１０日は、午前９時より総務産業建設常任委員会を、午後１時より
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教育民生常任委員会を開催いたしますので、ご参集のほどよろしくお願いします。 

 ３月１１日は、午前９時より本会議を開きますので、ご参集のほどよろしくお

願いします。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

（午後 ４時５５分 散会） 

 


